
 

 

令和 6年度第 2回子ども・子育て会議 次第 

 

 

○と き  令和 6年 7月 12日（金）午前 10時 00分 

○ところ  上越文化会館 大会議室（4階） 
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2 あいさつ 

 

 

 

3 議  事 

（1）上越市子ども・子育て支援総合計画事業における令和 5年度進捗状況及び 

令和 6年度取組内容について      ・・・資料１ 

 

（2）上越市子ども・子育て支援総合計画における主な取組と今後の課題に 

ついて                ・・・資料２ 

 

（3）上越市こども計画の施策の体系及び成果指標について  

・・・資料３、資料４、資料５ 

 

（4）その他  

 

 

4 閉  会 

 

 

 

 

 



上越市こども・子育て部 こども家庭センター

資料１

上越市子ども・子育て支援総合計画

事業進捗管理表
（令和６年度事業計画）



　　　当市では、令和２年度を計画始期とした「上越市子ども・子育て支援総合計画（以下「計画」）という。」を策 ❏ 計画の基本理念

　　定し、子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進しています。

　　　子ども・子育て支援施策を着実に推進するため、計画に搭載した各種取組の進捗状況を把握し、年度毎の実施状

　　況及び成果を検証していく必要があります。

　　　本資料は、計画に基づく子ども・子育て支援に関連する様々な取組について、その進捗状況を「上越市子ども・

　　子育て会議」において点検し、結果を公表するために作成するものです。

　　　計画で定める基本理念「みんなで育む子どもの笑顔・輝く未来」の実現に向け、よりよい子ども・子育て支援施

　　策が展開できるよう各種取組を着実に実施していきます。

　　　計画は、当市における子ども・子育て支援に係る総合的な計画として策定するものであり、「子ども・子育て支

　　援法」第６１条の規定に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」並びに「子どもの貧困対策の推進に関する

　　法律」第９条に基づく「市町村計画」を包含するとともに、当市の最上位計画である「上越市第６次総合計画」と

　　福祉分野の上位計画である「第２次地域福祉計画」並びに関連計画と整合を図った計画です。

　　※令和５年度に「上越市第７次総合計画」と「上越市第３次地域福祉計画」が策定されましたが、本計画との基本

　　的な方向性は整合が取れていることから、基本目標等については現時点で変更せず令和７年度から令和１１年度を

　　期間とする次期計画の策定の際に見直しを行います。

みんなで育む

　全ての子どもの安全・安心を守り、子どもが自分らしく成長していくためには、
子育て家庭だけではなく、町内会、学校、企業、行政等が各々の役割を果たすとと
もに、相互に協力し、身近な地域の中で周囲の人たちが、子どもを優しくあたたか
く見守り、子どもの声を聴き、支えていくことが大切です。

子どもの笑顔
・

輝く未来

　全ての子どもが、明るくいきいきとした笑顔で、自分の未来に希望をもってすこ
やかに成長することは、保護者だけでなく、上越市に暮らすみんなの願いです。
　それは、未来を担う子どもたちが自分の可能性を信じ、たくましく成長し、やが
て地域を支え、輝かしい未来を創造する人材となってほしいという想いでもありま
す。

❏ 計画の基本目標

１ 事業進捗管理表について

２ 計画の法的根拠と位置付け

子どもの貧困対策の推進に関する法律

子どもの貧困対策に関する大綱

子ども・子育て支援法

基本指針

上越市第6次総合計画
（平成27年度～令和4年度）

上越市第2次地域福祉計画
（令和元年度～令和4年度）
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上越市子ども・子育て支援総合計画

（令和2年度～令和6年度）

３ 計画の基本的な考え方

安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる社会の構築

地域や学校等で子どもの成長を見守る体制の強化

社会全体で子どもと子育て家庭を支える体制の強化

少子化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化などにより、子育てへの不安や負担、孤立感を抱え

る保護者が増加傾向にあることから、家庭・地域・学校等が協力して子どもを育む体制を強化する必要が

あります。

地域や学校等が協力して子どもの成長を見守り、子育て家庭を支えるとともに、地域の中で、子どもが

のびのびと笑顔で過ごせる環境を整えます。

保護者が、子育てを通して子どもの成長への喜びや生きがいを感じるとともに、責任を認識し、役割を

果たしながら、家族で協力して子どもを育てていくことが大切です。

市は、子どもを安心して産み育てられるように、各種手当の支給や医療費の助成など経済的負担の軽減

及び子育て支援体制の充実を図るとともに、安全で快適な保育環境の充実と多様な保育サービスを提供し、

子育て家庭の育児と仕事の両立を支援します。

また、母子保健事業の充実を図り、喜びと生きがいをもって子育てができる環境を整えます。

子どもが自分らしく、すこやかに成長することができる環境の整備

いじめ認知件数や虐待通報件数が年々増加していることから、子どもの成長過程や複合的な課題を抱え

る子育て家庭の状況に応じた相談支援体制の充実や関係機関の連携により、いじめや虐待の未然防止に向

けた取組を推進します。

また、男女を問わず仕事と生活のバランスがとれた働き方や自ら望むライフスタイルを実現することが

できる環境を整えます。

経済的・家庭的に困難な状況にある子どもや保護者が適切な支援を受けることができるよう、切れ目の

ない支援の継続と社会全体で子どもと子育て家庭を支えていく体制を強化します。

子どもが、年齢に応じた社会性を身につけ、他者を思いやる心を持ち、自信と希望をもって生活するこ

とが大切です。

市は、子どもが自分らしく生きていくために、子どもの権利学習や普及・啓発活動を推進するとともに、

家庭環境を問わず、すべての子どもがのびのびと過ごせる居場所づくり、義務教育を終了した子どもへの

自立支援を行います。

また、乳幼児の発達、障害のある子どもへの支援や養育支援の充実を図ります。

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

- 1 -   



　計画「第４章　施策の展開」に登載している主な取組及び子ども・子育て支援関連施策に基づく取組は「子ども・子育て支援関連事業名等」のとおりです。
　「子ども・子育て支援関連事業名等」に掲げる取組のうち、名称の先頭に「*-*-*」と付番しているものは進捗管理を行う取組です。

基本理念 基本目標 基本施策

1-1-1 子どもの権利に関する啓発 1-1-2 子どもの権利学習 1-1-3 学校における人権教育への支援
1-1-4 人権に関する講話会等への講師の派遣 子ども・子育て支援の関係機関等に対する研修 上越市学校同和教育推進協議会による取組等

同和教育研修指定地区制度による同和教育の取組 教員の指導力向上 人権に関する図書・ビデオの周知及び貸出

1-2-1 謙信KIDSプロジェクト 1-2-2 夏休み☆子どもつどいのひろば 1-2-3 子どもの居場所づくり
1-2-4 若者の居場所（Fit） こどもの家・児童館・児童遊園の管理運営

1-3-1 放課後等デイサービス 1-3-2 障害児日中一時支援 1-3-3 重症心身障害者緊急短期入所用居室確保事業
1-3-4 児童発達支援事業 上越市自立支援協議会 グループホームや地域生活支援拠点等の整備

保育園・幼稚園巡回訪問事業

2-1-1 妊産婦・子ども医療費助成事業 2-1-2 ひとり親家庭等医療費助成事業 2-1-3 母子家庭等の自立支援
2-1-4 子育てジョイカード事業 2-1-5 保育料及び給食費の軽減 2-1-6 私立高等学校学費助成補助金
2-1-7 奨学金貸付事業 2-1-8 通学援助費 2-1-9 就学援助費（要保護及び準要保護児童生徒援助費）

障害児福祉手当 特別児童扶養手当 不妊不育治療費助成事業
児童手当給付事業 未熟児養育医療給付事業 児童扶養手当給付事業
就学援助費（特別支援教育就学奨励費）

2-2-1 産前・産後ヘルパー派遣事業 2-2-2 こどもセンター 2-2-3 子育てひろば
2-2-4 子育て支援情報の提供 2-2-5 家庭教育支援講座 2-2-6 ファミリーサポートセンター
2-2-7 親子コミュニケーション支援 2-2-8 利用者支援事業 2-2-9 助産師健康相談事業
2-2-10 訪問指導事業 保育園や子育て関連施設における相談の実施 命・きずなを考える講座

外国人市民が安心して暮らせる環境の整備

2-3-1 通常保育事業 2-3-2 保育園の再配置等 2-3-3 保育園の環境改善
保育園通園バス運行事業 看護師等雇用補助

2-4-1 延長保育事業 2-4-2 一時預かり事業 2-4-3 ファミリーヘルプ保育園
2-4-4 病児保育事業 2-4-5 病後児保育事業 2-4-6 放課後児童クラブ

障害児保育事業 休日保育事業 障害児一時保育事業

2-5-1 すくすく赤ちゃんセミナー 2-5-2 妊産婦新生児訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業） 2-5-3 離乳食相談会
2-5-4 妊婦一般健康診査 2-5-5 乳幼児健康診査事業 2-5-6 予防接種事業
2-5-7 フッ化物塗布事業 休日・夜間診療所 フッ化物洗口事業（保育園・幼稚園）

むし歯予防教室 ブラッシング指導会

3-1-1 学校規模の適正化 3-1-2 学校施設整備事業 3-1-3 学習指導支援事業
3-1-4 不登校児童生徒教育支援室 3-1-5 外国人・帰国児童生徒への日本語支援事業 やすづか学園運営費補助事業

就学相談 特別支援学級 特別支援教育巡回相談事業
外国語指導助手による語学指導 教育相談事業（教職員の研修の充実、相談支援体制の整備）

3-2-1 防犯教室 3-2-2 交通安全教室 3-2-3 学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）
3-2-4 地域青少年育成会議 3-2-5 安全安心まちづくり推進パトロール 3-2-6 安全メール
3-2-7 防犯灯の整備・維持管理事業 3-2-8 110ばん協力車制度 3-2-9 保育園地域活動事業

子育てバリアフリー施設の認定 ボランティアだよりキッズ 民生委員・児童委員、主任児童委員活動
上越緑の少年団 職場体験の実施 青少年健全育成センター事業
図書館における読み聞かせ 図書館における子ども向け図書資料の充実 少年スポーツ活動育成事業

4-1-1 上越市要保護児童対策地域協議会 4-1-2 子どもの虐待予防推進事業 4-1-3 いじめ問題対策協議会
4-1-4 学校問題解決支援プロジェクトチーム（JAST） 児童虐待に関する研修 いじめ防止対策等専門委員会

いじめ等に関する調査委員会の設置 配偶者からの暴力（DV）被害者及びその同伴児への支援 母子生活支援施設
児童養護施設（若竹寮）

4-2-1 すこやかなくらし相談窓口 4-2-2 思春期電話相談 4-2-3 外国人相談
4-2-4 女性相談 4-2-5 子どもほっとライン 4-2-6 若者ほっとライン

発達相談室「すてっぷ」

4-3-1 男女共同参画社会の実現に向けた広報・啓発 4-3-2 ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 4-3-3 職業生活と家庭生活の両立のための広報・啓発
4-3-4 女性の再就職支援セミナー 4-3-5 企業における再雇用制度導入の普及啓発 父子手帳

1-1-2 子どもの権利学習 1-2-1 謙信KIDSプロジェクト 1-2-2 夏休み☆子どもつどいのひろば
1-2-3 子どもの居場所づくり 1-2-4 若者の居場所（Fit） 2-1-1 妊産婦・子ども医療費助成事業
2-1-2 ひとり親家庭等医療費助成事業 2-1-3 母子家庭等の自立支援 2-1-4 子育てジョイカード事業
2-1-5 保育料及び給食費の軽減 2-1-6 私立高等学校学費助成補助金 2-1-7 奨学金貸付事業
2-1-8 通学援助費 2-1-9　就学援助費就学援助費（要保護及び準要保護児童生徒援助費） 2-2-2 こどもセンター
2-2-3 子育てひろば 2-2-6 ファミリーサポートセンター 2-3-1 通常保育事業
2-3-2 保育園の再配置等 2-4-1 延長保育事業 2-4-2 一時預かり事業
2-4-3 ファミリーヘルプ保育園 2-4-4 病児保育事業 2-4-5 病後児保育事業
2-4-6 放課後児童クラブ 2-5-2 妊産婦新生児訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業） 3-1-4 不登校児童生徒適応指導教室
4-1-1 上越市要保護児童対策地域協議会 4-1-4 学校問題解決支援プロジェクトチーム（JAST） 4-2-1 すこやかなくらし相談窓口
4-2-5 子どもほっとライン 4-2-6 若者ほっとライン

2-4 多様な保育サービスの提供

2-5 母子保健の充実

基本目標３

地域や学校等
で子どもの成
長を見守る体
制の強化

3-1 学校教育環境の充実

3-2 地域ぐるみの子どもの健全
    育成の推進

基本目標４

社会全体で子
どもと子育て
家庭を支える
体制の強化

4-1 子どもの権利侵害の予防と
    早期救済

4-2 相談支援体制の充実

4-3 男女共同参画、ワークライ
    フバランスの推進

4-4 子どもの貧困対策の推進

子ども・子育て支援関連事業名等

み
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な
で
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む
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ど
も
の
笑
顔
・
輝
く
未
来

基本目標１

子どもが自分
らしく、すこ
やかに成長す
ることができ
る環境の整備

1-1 子どもの権利の普及・啓発

1-2 子どもの居場所づくり

1-3 障害などの理由により特別
    な配慮が必要な子どもへの
　　支援の充実

基本目標２

安心して子ど
もを産み、喜
びと生きがい
をもって子育
てができる社
会の構築

2-1 子育て家庭への経済的負担
    の軽減

2-2 家庭と地域の子育て力の向
    上

2-3 保育環境の充実

４ 施策の展開

本施策に係る事業は、1-1から4-

3の各施策に基づき実施する事業

と重複するため、進捗管理表は

作成しません。
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 1-1 子どもの権利の普及・啓発 4 3 1 0 0

 1-2 子どもの居場所づくり 4 4 0 0 0

 1-3 障害などの理由により特別な配慮が
 　　必要な子どもへの支援の充実

4 4 0 0 0

 2-1 子育て家庭への経済的負担の軽減 9 9 0 0 0

 2-2 家庭と地域の子育て力の向上 10 9 0 0 1

 2-3 保育環境の充実 3 3 0 0 0

 2-4 多様な保育サービスの提供 6 6 0 0 0

 2-5 母子保健の充実 7 7 0 0 0

 3-1 学校教育環境の充実 5 5 0 0 0

 3-2 地域ぐるみの子どもの健全育成の推進 9 8 1 0 0

 4-1 子どもの権利侵害の予防と早期救済 4 4 0 0 0

 4-2 相談支援体制の充実 6 6 0 0 0

 4-3 男女共同参画、ワークライフバランス
　　 の推進

5 4 1 0 0

76 72 3 0 1

目標達成状況（構成比） 達成率 94.7% 3.9% 0.0% 1.4%

― ：その他

合     計

×：未達成

み
ん
な
で
育
む
子
ど
も
の
笑
顔
・
輝
く
未
来

【基本目標１】
子どもが自分らしく、すこやかに成長することができる
環境の整備

【基本目標２】
安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育て
ができる社会の構築

【基本目標３】
地域や学校等で子どもの成長を見守る体制の強化

【基本目標４】
社会全体で子どもと子育て家庭を支える体制の強化

基本理念【1】 基本目標【4】 基本施策【13】 事業数 〇：達成 △：一部未達成

５ 子ども・子育て支援総合計画に基づく令和５年度実施状況【総括表】
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基本目標１

子どもが自分らしく、すこやかに成長することができる環境の整備

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

1-1　子どもの権利の普及・啓発
▼基本施策1-1

1-1-1 子どもの権利に関する啓発

市の広報紙やホームページなど、各種情報
提供媒体を活用し、子どもの権利について
の啓発活動を行うとともに、子ども、保護
者、地域住民及び子どもとの関わりを持つ
組織・団体に向けて「子どもの権利講座」
を開催し、子どもの権利を大切にする意識
づくりを推進する。

継続
子どもの権利講
座の開催回数

【7回】
保育園及び幼稚園の保護者会並びに小・中
学校PTA、各地区民生委員・児童委員協議会
を対象に講座のPRを行う。開催に当たり、
CAP・じょうえつと連携して取り組む。

【4回】
民生委員・児童委員協議会や特別支援学校
に通う生徒、先生、保護者を対象に講座を
開催した。保育園や幼稚園、小・中学校等
に講座の案内文を送付するなど周知に努め
た。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い、予定していた講座が中止となった。(3
会場)

【コロナ】

△
継続

子どもの権利講
座の開催回数

【7回】
保育園及び幼稚園の保護者会並びに小・中
学校PTA、各地区民生委員・児童委員協議会
を対象に講座のPRを行う。開催に当たり、
CAP・じょうえつと連携して取り組む。

【2回】
保育園の保護者会及び中学校PTAを対象に講
座を開催した。保育園や幼稚園、小・中学
校等に講座の案内文を送付するなど周知に
努めた。

△ 継続
子どもの権利講
座の開催回数

【7回】
保育園及び幼稚園の保護者会並びに小・中
学校PTA、各地区民生委員・児童委員協議会
のほか、子どもと接する機会の多い大人を
対象に講座のPRを行う。開催に当たり、
CAP・じょうえつと連携して取り組む。

こども家庭
センター

○

1-1-2 子どもの権利学習

子どもの年齢に応じた内容で子どもの権利
学習を行い、自らの権利意識を高め、お互
いの権利を大切にする気持ちや人を思いや
る心を育む。
市立小・中学校において、子どもの権利学
習テキスト「えがお」を使用した授業を行
う。

継続

「えがお」を使
用した子どもの
権利学習を実施
する学校数

【全市立小・中学校】
市立小・中学校すべての学年において、子
どもの権利学習テキスト「えがお」を用い
た権利学習を実施する。

【全市立小・中学校】
市立小・中学校すべての学年において、子
どもの権利学習テキスト「えがお」を用い
た権利学習を実施することができた。

○ 継続

「えがお」を使
用した子どもの
権利学習を実施
する学校数

【全市立小・中学校】
市立小・中学校すべての学年において、子
どもの権利学習テキスト「えがお」を用い
た権利学習を実施する。

【全市立小・中学校】
小学４年生以上のテキストにヤングケア
ラーについて掲載し、新たな課題に対応す
る内容に改定した。市立小・中学校すべて
の学年において、子どもの権利学習テキス
ト「えがお」を用いた権利学習を実施する
ことができた。

○ 継続

「えがお」を使
用した子どもの
権利学習を実施
する学校数

【全市立小・中学校】
市立小・中学校すべての学年において、子
どもの権利学習テキスト「えがお」を用い
た権利学習を実施する。

こども家庭
センター

○ ○

1-1-3
学校における人権教育への
支援

学校における人権教育を支援するため、上
越市学校教育実践上の重点説明会におい
て、人権教育への指導を行うほか、教育セ
ンターが実施するカウンセリング技能向上
のための研修を充実させ、人権問題に関す
る研究会への参加を奨励するなど、情報提
供に努める。

継続

人権教育研修や
教育センターの
カウンセリング
研修等、人権教
育にかかわる悉
皆研修以外の研
修会に参加する
学校数

【全69校参加】
人権教育研修や教育センターのカウンセリ
ング研修等、人権教育にかかわる悉皆研修
以外の研修会いずれかに各校から参加者を
出し、研修成果を各校に持ち帰り共有す
る。

【全69校参加】
人権教育研修や教育センターのカウンセリ
ング研修等、人権教育にかかわる悉皆研修
以外の研修会いずれかに全69校が参加し、
研修資料、報告資料集等を配布し研修成果
を各校で共有した。

○ 継続

人権教育研修や
教育センターの
カウンセリング
研修等、人権教
育にかかわる悉
皆研修以外の研
修会に参加する
学校数

【全69校参加】
人権教育研修や教育センターのカウンセリ
ング研修等、人権教育にかかわる悉皆研修
以外の研修会いずれかに各校から参加者を
出し、研修成果を各校に持ち帰り共有す
る。

【全69校参加】
人権教育研修や教育センターのカウンセリ
ング研修等、人権教育にかかわる悉皆研修
以外の研修会いずれかに全69校が参加し、
研修資料、報告資料集等を配布し研修成果
を各校で共有した。

○ 継続

人権教育研修や
教育センターの
カウンセリング
研修等、人権教
育にかかわる悉
皆研修以外の研
修会に参加する
学校数

【全69校参加】
人権教育研修や教育センターのカウンセリ
ング研修等、人権教育にかかわる悉皆研修
以外の研修会いずれかに各校から参加者を
出し、研修成果を各校に持ち帰り共有す
る。

学校教育課 ○

1-1-4
人権に関する講話会等への
講師の派遣

人権問題に対する市民の正しい理解と認識
を深め、差別意識の払拭を図るため、「第4
次人権総合計画」に基づき、3か年計画で市
内全小学校区において講話会を開催する。

継続 実施小学校区数

【17小学校区】
保護者や地域住民等に対して人権を考える
講話会を実施し、人権問題に対して市民か
ら正しい理解を深めてもらい、意識の向上
を図る。

【実施小学校区：16小学校区】
保護者や地域住民等に対して人権を考える
講話会を実施し、人権問題に対して市民か
ら正しい理解を深めてもらい、意識の向上
を図った。
※予定していた17小学校区のうち、1校は感
染症拡大防止のため、令和5年度に延期と
なった。

【コロナ】

△
継続 実施小学校区数

【16小学校区】
保護者や地域住民等に対して人権を考える
講話会を実施し、人権問題に対して市民か
ら正しい理解を深めてもらい、意識の向上
を図る。

【実施小学校区：16小学校区】
保護者や地域住民等に対して人権を考える
講話会を実施し、人権問題に対して市民か
ら正しい理解を深めてもらい、意識の向上
を図った。

○ 継続 実施小学校区数

【16小学校区】
保護者や地域住民等に対して人権を考える
講話会を実施し、人権問題に対して市民か
ら正しい理解を深めてもらい、意識の向上
を図る。

社会教育課 ○

1-2　子どもの居場所づくり
▼基本施策1-2

1-2-1 謙信KIDSプロジェクト

子どもたちが様々な体験活動を通して、当
市の特色を知り、味わうことで、興味・関
心を高めたり、同じ講座に集まった違う学
校、違う年齢の子ども同士で交流を深め、
仲間づくりを行う。

継続

参加者の自己目
標達成度（アン
ケート未回答者
を除く）

【95％以上】
未来を支える人づくりのため、市内の小学
生を対象に、豊富な地域の資源や人材を活
用した体験活動を実施する。

【95％】（アンケート未回答者を除く）
未来を支える人づくりのため、市内の小学
生を対象に、豊富な地域の資源や人材を活
用した体験活動を17講座22コース実施し
た。

○ 継続

参加者の自己目
標達成度（アン
ケート未回答者
を除く）

【95％以上】
未来を支える人づくりのため、市内の小学
生を対象に、豊富な地域資源や人材を活用
した体験活動を実施する。

【99％】（アンケート未回答者を除く）
未来を支える人づくりのため、市内の小学
生を対象に、豊富な地域の資源や人材を活
用した体験活動を17講座22コース実施し
た。

○ 継続

参加者の自己目
標達成度（アン
ケート未回答者
を除く）

【95％以上】
未来を支える人づくりのため、市内の小学
生を対象に、豊富な地域の資源や人材を活
用した体験活動を実施する。

社会教育課 ○ ○

1-2-2
夏休み☆子どもつどいのひ
ろば

公民館などを会場に、子どもたちが自由に
活動する機会を提供し、公民館を身近に感
じてもらうとともに、すこやかに育つ環境
づくりを進める。

継続 利用人数

【1,150人以上】
公民館等施設の一室を開放し、子どもたち
が気軽に安心して過ごす場所を提供する
「夏休み☆子どもつどいのひろば」を実施
する。

【758人】
公民館施設の一室を開放し、子どもたちが
気軽に安心して過ごす場所を提供する「夏
休み☆子どもつどいのひろば」を18地区公
民館で実施した。
※新型コロナウイルスの影響により実施を
取りやめた日があり、利用者数にも影響し
た。

【コロナ】

△
継続 利用人数

【900人以上】
公民館等施設の一室を開放し、子どもたち
が気軽に安心して過ごす場所を提供する
「夏休み☆子どもつどいのひろば」を実施
する。

【利用人数：931人】
公民館等施設の一室を開放し、子どもたち
が気軽に安心して過ごす場所を提供する
「夏休み☆子どもつどいのひろば」を18地
区公民館で実施した。

○ 継続 利用人数

【900人以上】
公民館等施設の一室を開放し、子どもたち
が気軽に安心して過ごす場所を提供する
「夏休み☆子どもつどいのひろば」を実施
する。

社会教育課 ○ ○

1-2-3 子どもの居場所づくり

「地域の居場所づくり」に向けた検討や
「子ども食堂」の新規開設を目指す市民団
体等に対する立ち上げ支援や食材調達のサ
ポートなどを行う。

継続
子どもの居場所
づくりに対する
支援

新規開設を目指す市民団体や既存の子ども
食堂等に対し、関係機関等と連携を図り、
必要な情報提供や運営の支援を行う。

新規開設を目指す市民団体や既存の子ども
食堂等に対し、関係機関等と連携を図り、
開設に向けた必要な情報提供や市施設の提
供など必要な支援を行った。
・子ども食堂　　　　4か所
・フードバンク活動　1団体
・学習支援　　　　　1団体

○ 継続
子どもの居場所
づくりに対する
支援

新規開設を目指す市民団体や既存の子ども
食堂等に対し、関係機関等と連携を図り、
必要な情報提供や運営の支援を行う。

新規開設を計画する市民団体や既存の子ど
も食堂等に対し、関係機関等と連携を図
り、開設に向けた必要な情報提供や市施設
の提供など必要な支援を行った。
・子ども食堂　　　　4か所
・フードバンク活動　1団体
・学習支援　　　　　1団体

○ 継続
子どもの居場所
づくりに対する
支援

新規開設を計画する市民団体や既存の子ど
も食堂等に対し、関係機関等と連携を図
り、必要な情報提供や運営の支援を行う。

こども家庭
センター

○ ○

1-2-4 若者の居場所（Fit）

不登校、ひきこもり等の困難を抱える15歳
（義務教育終了）以降の若者に寄り添い、
「居場所」での相談、ゲーム、他の通所者
との交流活動等を支援の中核として、関係
機関と連携しながら、自立のための活力や
社会性の育成を図る。

継続
居場所の利用人
数（継続支援者を
含む）

【15人以上】
ホームページや広報上越等の内容を工夫し
一層の周知を図る。
若者育成支援事業を充実させ、居場所への
支援に結びつける。

【22人】
居場所（Fit）について広報上越やホーム
ページ等で広報するとともに、地域包括支
援センターを訪問するなどしてさらなる周
知を図った。
諸会議や親の会等で支援内容の理解を深め
る活動を充実させた。

○ 拡充
居場所の利用人
数（継続支援者
を含む）

【18人以上】
ホームページや広報上越等の内容を工夫し
一層の周知を図る。
関係機関との連携を図ることにより若者育
成支援事業を充実させ、居場所への支援に
結びつける。

【31人】
ホームページや広報上越等の内容を工夫し
一層の周知を図ってきたことで、利用人数
が増加した。
関係機関と連携して若者の支援を行うこと
ができた（31人中28人）。

○ 継続
居場所の利用人
数（継続支援者
を含む）

【18人以上】
ホームページや広報上越等の内容を工夫し
一層の周知を図る。
関係機関との連携を図ることにより若者育
成支援事業を充実させ、居場所への支援に
結びつける。

青少年健全
育成セン
ター

○ ○

1-3　障害などの理由により特別な配慮が必要な子どもへの支援の充実
▼基本施策1-3

1-3-1 放課後等デイサービス

6歳から18歳までの障害のある子どもに対し
放課後等に、子どもの状況に合わせた療育
支援等を行い、生活能力の向上と社会との
交流の促進を図る。

継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
関係機関との連携を図りながら、利用者の
ニーズや状況に応じ、子どもの生活能力の
向上や社会との交流の促進に資するサービ
ス提供を行う。

【100％】
計画相談員を通じて利用者のニーズや状況
を丁寧に聞き取りながら、子どもの生活能
力の向上や社会との交流の促進に資する
サービス提供を行った。

○ 継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
利用者のニーズや状況を丁寧に聞き取りな
がら、子どもの生活能力の向上や社会との
交流の促進に資するサービス提供を行う。

【100％】
市・計画相談員・サービス提供事業所が連
携し、利用者のニーズや状況を丁寧に聞き
取りながら、子どもの生活能力の向上や社
会との交流の促進に資するサービス提供を
行った。

○ 継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
関係機関と連携し、利用者のニーズや状況
を丁寧に聞き取りながら、子どもの生活能
力の向上や社会との交流の促進に資する
サービス提供を行う。

福祉課 ○

1-3-2 障害児日中一時支援
日中に介護者がいないため一時的に見守り
等が必要な障害のある子ども等に、施設等
で活動の場の提供などの支援を行う。

継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
保護者の疾病等により一時的に見守り等が
必要になった障害のある子ども等に対し、
適切に一時預かりを提供する。

【100％】
保護者の疾病等により一時的に見守り等が
必要になった障害のある子ども等に対し、
適切に一時預かりを提供した。

○ 拡充
利用申込数に対
する受入率

【100％】
保護者の疾病等により一時的に見守り等が
必要になった障害のある子ども等に対し、
適切に一時預かりを提供する。
令和5年度から看護師等を配置している事業
所において医療的ケア児の一時預かりを実
施する。

【100％】
保護者の疾病等により一時的に見守り等が
必要になった障害のある子ども等に対し、
適切に一時預かりを提供したほか、医療的
ケア児に対し、看護師等を配置している事
業所において一時預かりを提供した。

○ 継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
保護者の疾病等により一時的に見守り等が
必要になった障害のある子ども等に対し、
適切に一時預かりを提供する。
看護師等を配置している事業所において、
医療的ケア児の一時預かりを実施する。

福祉課 ○

1-3-3
重症心身障害者緊急短期入
所用居室確保事業

医療機関における病床の一部を、緊急短期
入所用として常時確保する。

継続 受入病床数
【2床】
緊急時の受入れに対応するため、病床を常
時確保する。

【2床】
さいがた医療センターの協力を得て、短期
入所用居室2床を確保した。

○ 継続 受入病床数
【2床】
緊急時の受入れに対応するため、病床を常
時確保する。

【2床】
さいがた医療センターと連携して短期入所
用居室2床を確保し、重症心身障害のある人
等の緊急時の受入に対応した。

○ 継続 受入病床数
【2床】
重症心身障害のある人等の緊急時の受入れ
に対応するため、病床を常時確保する。

福祉課 ○

1-3-4 児童発達支援事業

発達に不安を抱える保護者の相談に応じる
とともに、療育支援が必要な乳幼児に対
し、適切に支援するほか、園訪問等を通し
て早期支援につなげる取組を進める。

継続
個別支援計画の
作成割合

【100%】
療育支援（保育所所等訪問支援を含む）を
実施する子ども全員に対して、個別支援計
画を作成する。

【100%】
療育支援（保育所等訪問支援を含む）を実
施した子ども全員に対し、個別支援計画を
作成したほか、市内全園を対象に園巡回相
談を実施し、早期支援の取組を進めた。

○ 拡充
個別支援計画の
作成割合

【100%】
療育支援（保育所所等訪問支援を含む）を
実施する子ども全員に対して、個別支援計
画を作成する。
言語の遅れや発音の改善に向けて、言語聴
覚士から専門的な指導を受けられる機会を
設ける。

【100%】
療育支援（保育所所等訪問支援を含む）を
実施する子ども全員に対して、個別支援計
画を作成した。
言語の遅れや発音の改善に向けて、外部の
言語聴覚士から専門的な指導を受ける機会
を23回設け、職員の専門性の維持向上を
図った。

○ 継続
児童発達支援の
利用児童数

【45人以上】
ライフステージを超えた切れ目のない支援
の実現に向け、特別な配慮を要する子ども
に児童福祉法に基づく児童発達支援を実施
する。

こども発達
支援セン
ター

○

基本施策＞事業名等 事業概要 担当課

参考令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業
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基本目標２

安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる社会の構築

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

2-1　子育て家庭への経済的負担の軽減
▼基本施策2-1

2-1-1
妊産婦・子ども医療費助成
事業

疾病の早期発見と早期治療の促進及び子育て
世帯の経済的負担を軽減し、子どもを産み、
育てやすい環境整備の推進を図る。
【妊産婦医療費助成】
妊産婦に係る医療費の自己負担金を助成す
る。
【子ども医療費助成】
入院・通院ともに０歳～高校卒業相当の子ど
もの医療費に対し、自己負担金から一部負担
金等を控除した額を助成する。
小学校就学前児童及び市民税非課税世帯の小
学生に係る医療費については、完全無料化と
する。

継続 申請漏れ件数

【0件】
妊娠届や出生届、転入届等の手続きにあわせ
て、制度を周知するとともに、住民基本台帳
の異動情報を確実にチェックし、適正に助成
が受けられるよう取り組む。

【0件】
出生及び転入による受給資格者について、市
民課等と連携し、対象者に手続きの案内を
行った。
住民票の異動状況を随時確認し、未申請者に
対して案内を行い、申請漏れを防いだ。

○ 拡充 申請漏れ件数

【0件】
妊娠届や出生届、転入届等の手続きにあわせ
て、制度を周知するとともに、住民基本台帳
の異動情報を確実にチェックし、適正に助成
が受けられるよう取り組む。
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、無
料化の対象を市民税非課税世帯の高校卒業相
当の年齢まで拡充する。

【0件】
出生及び転入による受給資格者について、市
民課等と連携し、対象者に手続きの案内を
行った。
住民票の異動状況を随時確認し、未申請者に
対して案内を行い、申請漏れを防いだ。

○ 継続 申請漏れ件数

【0件】
妊娠届や出生届、転入届等の手続きにあわせて、
制度を周知するとともに、住民基本台帳の異動情
報を確実にチェックし、適正に助成が受けられる
よう取り組む。

こども家庭
センター

○ ○

2-1-2
ひとり親家庭等医療費助成
事業

ひとり親家庭等に対し医療費の助成を行い、
疾病の早期発見と早期治療を促すとともに、
経済的負担の軽減を図る。

継続 申請漏れ件数

【0件】
市民課等と連携し、離婚届や他手当の受給者
変更届、住所変更届出等の手続きにあわせ
て、ひとり親家庭等の支援に関する周知を行
う。
ホームページや広報上越（年2回）等での制
度周知・案内を行う。

【0件】
ホームページや広報上越（8月・12月）での
制度案内のほか、市民課等と連携し、対象者
に手続きの案内を行った。
住民票の異動により、離婚を前提とした別居
や子どもの別居監護による受給者の変更や受
給資格の消滅が発生すると思われる対象者へ
随時通知し、制度の周知に努めた。
住民票の異動状況を随時確認し、未申請者に
対して案内を行い申請漏れを防いだ。

○ 継続 申請漏れ件数

【0件】
市民課等と連携し、離婚届や他手当の受給者
変更届、住所変更届出等の手続きにあわせ
て、ひとり親家庭等の支援に関する周知を行
う。
ホームページや広報上越（年2回）等での制
度周知・案内を行う。

【0件】
ホームページや広報上越（8月・12月）での制
度案内のほか、市民課等と連携し、対象者に
手続きの案内を行った。
住民票の異動により、離婚を前提とした別居
や子どもの別居監護による受給者の変更や受
給資格の消滅が発生すると思われる対象者へ
随時通知し、制度の周知に努めた。
住民票の異動状況を随時確認し、未申請者に
対して案内を行い申請漏れを防いだ。

○ 継続 申請漏れ件数

【0件】
市民課等と連携し、離婚届や他手当の受給者変更
届、住所変更届出等の手続きにあわせて、ひとり
親家庭等の支援に関する周知を行う。
ホームページや広報上越（年2回）等での制度周
知・案内を行う。

こども家庭
センター

○ ○

2-1-3 母子家庭等の自立支援

自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進
給付金を支給し、就職に有利な資格等の取得
を支援する。
また、母子自立支援員を配置し、母子・父子
家庭の個々の状況に応じた相談・指導等を行
う。

継続 制度周知回数

【2回以上】
ひとり親家庭等に対し、現況届等の通知時に
各種給付金等に関するチラシを同封するとと
もに、ホームページの活用、手当の申請に係
る相談時における周知などにより、自立に向
けた取組を図っていく。

【2回】
児童扶養手当に関する通知等に就職支援案内
を同封し、対象者全員に支援制度の案内を
行った。（4月額改定通知、10月現況届結果
通知、毎月の新規認定通知に同封）
児童扶養手当申請者のうち無職の人に対し
て、制度を説明し、案内チラシを配布した。

○ 継続 制度周知回数

【2回以上】
ひとり親家庭等に対し、現況届等の通知時に
各種給付金等に関するチラシを同封するとと
もに、ホームページの活用、手当の申請に係
る相談時における周知などにより、自立に向
けた取組を図る。

【2回】
児童扶養手当に関する通知等に就職支援案内
を同封し、対象者全員に支援制度の案内を
行った。（4月額改定通知、10月現況届結果通
知、毎月の新規認定通知に同封）
児童扶養手当申請者のうち無職の人に対し
て、制度を説明し、案内チラシを配布した。

○ 継続 制度周知回数

【2回以上】
ひとり親家庭等に対し、現況届等の通知時に各種
給付金等に関するチラシを同封するとともに、
ホームページの活用、手当の申請に係る相談時に
おける周知などにより、自立に向けた取組を図
る。

こども家庭
センター

○ ○

2-1-4 子育てジョイカード事業

18歳未満の子どもが3人以上いる世帯に「子
育てジョイカード」を交付し、企業の協力を
得て、商品の割引や特典などのサービスを提
供し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図
る。

継続
子育て家庭の経
済的負担軽減

【利用者と協賛企業双方のニーズに応じた
サービス提供ができている状態】
広報上越に協賛店の募集記事を掲載するとと
もに、利用者のニーズが高い業種を中心に、
未協賛企業に対し募集チラシを送付するな
ど、個別に協賛を促す。

【利用者と協賛企業双方のニーズに応じた
サービス提供ができている状態】
広報上越に協賛店の募集記事を掲載するな
ど、協賛を促した。また、利用者へ協賛企業
一覧を送付し、協賛いただいている企業の周
知を図った。

○ 継続
子育て家庭の経
済的負担軽減

【利用者と協賛企業双方のニーズに応じた
サービス提供ができている状態】
広報上越に協賛店の募集記事を掲載するな
ど、協賛を促す。また、利用者へ協賛企業一
覧を送付し、協賛いただいている企業の周知
を図る。

【利用者と協賛企業双方のニーズに応じた
サービス提供ができている状態】
店舗訪問や商工会議所及び商工会の会報誌に
協賛企業募集チラシを同封したり、広報上越
に協賛店の募集記事を掲載するなど、協賛を
促した。また、利用者へ協賛企業一覧を送付
し、協賛いただいている企業の周知を図っ
た。

○ 継続
子育て家庭の経
済的負担軽減

【利用者と協賛企業双方のニーズに応じたサービ
ス提供ができている状態】
広報上越に協賛店の募集記事を掲載するなど、協
賛を促す。また、利用者へ協賛企業一覧を送付
し、協賛いただいている企業の周知を図る。

こども家庭
センター

○ ○

2-1-5 保育料及び給食費の軽減

子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、保護
者が安心して子どもを預けられる環境を整え
るため、保育料の軽減を行うとともに、給食
費の実費徴収にかかる軽減制度を実施する。

拡充
子育て家庭の経
済的負担軽減

【子育て家庭の保育料及び給食費に係る経済
的負担が軽減されている状態】
2歳児までの保育料の減免対象者の範囲と3歳
以上児の給食費の免除対象の範囲を独自に支
援する。
2歳児における保育料の軽減措置の対象を拡
充し、世帯年収に応じて更なる軽減を図る。

2歳児までの保育料の減免対象者の範囲と3歳
以上児の給食費の免除対象の範囲を市独自に
支援し、子育て家庭の経済的負担を軽減し
た。
2歳児における保育料の軽減措置の対象を拡
充し、世帯年収に応じて更なる軽減を行っ
た。

○ 継続
子育て家庭の経
済的負担軽減

【子育て家庭の保育料及び給食費に係る経済
的負担が軽減されている状態】
2歳児までの保育料の減免対象者の範囲と3歳
以上児の給食費の免除対象の範囲を独自に支
援する。

2歳児までの保育料の減免対象者の範囲と3歳
以上児の給食費の免除対象の範囲を市独自に
支援し、子育て家庭の経済的負担を軽減し
た。

○ 継続
子育て家庭の経
済的負担軽減

【子育て家庭の保育料及び給食費に係る経済的負
担が軽減されている状態】
2歳児までの保育料の減免対象者の範囲と3歳以上
児の給食費の免除対象の範囲を独自に支援する。

幼児保育課 ○ ○

2-1-6
私立高等学校学費助成補助
金

私立高等学校に在学している生徒の保護者の
うち市・県民税所得割の合計が一定額に満た
ない世帯に対する学費を助成する。

拡充 助成率の拡充

【昨年度より助成率が拡充された状態】
施設整備費等助成金の助成率を引き上げ、対
象世帯を拡充することで、より多くの私立高
等学校に在学している生徒の保護者の経済的
負担軽減を図る。

施設整備費等助成金の助成率を引き上げ、対
象世帯を拡充し、より多くの私立高等学校に
在学している生徒の保護者の経済的負担を軽
減した。

○ 拡充 助成率の拡充

【昨年度より助成率が拡充された状態】
施設整備費等助成金の助成率を引き上げ、対
象世帯を拡充することで、より多くの私立高
等学校に在学している生徒の保護者の経済的
負担軽減を図る。

施設整備費等助成金の助成率を引き上げ、対
象世帯を拡充し、より多くの私立高等学校に
在学している生徒の保護者の経済的負担を軽
減した。

○ 拡充 助成率の拡充

施設整備費等助成金の助成率を引き上げ、対象世
帯を市県民税課税額が257,500円以上507,000円未
満の世帯まで拡充し、12,000円を助成する。
より多くの私立高等学校に在学している生徒の保
護者の経済的負担軽減を図る。

教育総務課 ○ ○

2-1-7 奨学金貸付事業

経済的な理由により進学が困難な学生・生徒
に対して、奨学金を貸し付けることにより、
教育の機会均等の確保を図り、地域社会に有
用な人材の育成に寄与する。

継続 制度周知回数

【年2回】
予約募集、在学募集時に広報上越や市ホーム
ページに募集案内を掲載するとともに、市内
の中学校、高等学校、採用実績の多い大学等
へ案内を送付する。

【年2回】
予約募集、在学募集時に広報上越や市ホーム
ページに募集案内を掲載するとともに、市内
の中学校、高等学校、採用実績の多い大学等
へ案内を送付した。
また、民間手人材・広告企業イベントで来場
者へ配布する小冊子にて「上越市奨学金」を
紹介した。

○ 継続 制度周知回数

【年2回】
予約募集、在学募集時に広報上越や市ホーム
ページに募集案内を掲載するとともに、市内
の中学校、高等学校、採用実績の多い大学等
へ案内を送付する。

【年3回】
・奨学金の募集を3回（予約募集、在学募集、
追加募集）実施した。
・新たに創設された上越市若者奨学金制度チ
ラシを該当する奨学生（貸付中33人、返還中
45人）に郵送し、制度を周知した。

○ 継続 制度周知回数

【年3回】
予約募集、在学募集、追加募集時に広報上越や市
ホームページに募集案内を掲載するとともに、市
内の中学校、高等学校、採用実績の多い大学等へ
案内を送付する。
・上越市若者奨学金制度チラシを該当する奨学生
に郵送し、制度を周知する。

学校教育課 ○ ○

2-1-8 通学援助費
遠距離通学する児童・生徒の通学費を援助
し、保護者の負担軽減を図る。

継続 制度周知回数

【年2回】
遠距離通学対象児童生徒に対して案内を配布
し、制度の周知を行う。また、学校と連携し
て対象者の申請漏れがないようにする。

【年2回】
遠距離通学対象児童生徒に対して案内を配布
し、制度の周知を行った。また、市内の学校
と連携を図り、対象児童及び生徒の申告漏れ
がないように配慮した。

○ 継続 制度周知回数

【年2回】
遠距離通学対象児童生徒に対して案内を配布
し、制度の周知を行う。また、学校と連携し
て対象者の申請漏れがないようにする。

【年2回】
遠距離通学対象児童生徒に対して案内を配布
し、制度の周知を行った。また、学校と連携
して対象者の申請漏れがないよう配慮した。

○ 継続 制度周知回数

【年2回】
遠距離通学対象児童生徒に対して案内を配布し、
制度の周知を行う。また、学校と連携して対象者
の申請漏れがないようにする。

学校教育課 ○ ○

2-1-9
就学援助費（要保護及び準
要保護児童生徒援助費）

経済的に困窮する世帯の教育費の一部負担軽
減を図るため学用品費や給食費などの支援を
行う。

継続 制度周知回数

【年3回】
全児童生徒に制度案内を年3回配布する。広
報上越、市ホームページへの制度案内の掲載
を行う。

【年3回】
全児童生徒に学期ごと年3回制度案内を年3回
実施するとともに、広報上越、市ホームペー
ジへの制度案内の掲載により、周知を行っ
た。

○ 拡充 制度周知回数

【年3回】
全児童生徒に学期ごと年3回制度案内を実施
する。広報上越、市ホームページへの制度案
内の掲載を行う。
援助費目に通学用品費、校外活動費を追加す
る。

【年3回】
・1学期開始時に全児童生徒に制度案内及び申
請書を配付し、2・3学期開始時にもメールで
保護者に周知した。
・広報上越４月号と、市ホームページへの制
度案内の掲載を行った。
・援助費目に通学用品費、校外活動費を追加
した。

○ 継続 制度周知回数

【年3回】
全児童生徒に学期ごと年3回制度案内を実施す
る。広報上越、市ホームページへの制度案内の掲
載を行う。

学校教育課 ○ ○

基本施策＞事業名等 事業概要

参考

担当課

令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業
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基本目標２

安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる社会の構築

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

基本施策＞事業名等 事業概要

参考

担当課

令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業

2-2　家庭と地域の子育て力の向上
▼基本施策2-2

2-2-1
産前・産後ヘルパー派遣事
業

産前・産後の体調不良等のために家事や育児
が困難な家庭及び多胎児を出生した家庭に対
して、安心して妊娠期や産後を迎えられるよ
う、ホームヘルパーを派遣する。

継続 事業利用状況
【100％】
委託事業者を調整し、利用希望に対し、ヘル
パー派遣を実施する。

【100%】
派遣可能な委託事業所を調整し、利用者の希
望に対し、ヘルパーの派遣を行った。

○ 継続 事業利用状況
【100%】
委託事業者を調整し、利用希望に対し、ヘル
パー派遣を実施する。

【100%】
委託事業所との調整を行い、利用者の希望に
対し、ヘルパーの派遣を行った。

○ 拡充 事業利用状況
【100％】
委託事業者との調整を実施し、利用希望に対し、
ヘルパー派遣を実施する。

こども家庭
センター

○ ○

2-2-2 こどもセンター

児童とその保護者が相互の交流を行う場所を
提供し、子育てについての相談、情報の提
供、助言その他の援助を行うとともに、楽し
く子育てができるよう、子育てに関する各種
講座や親子向けのイベント等を開催する。

拡充

事業への満足度

「満足」「やや
満足」と回答し
た人の割合

【90％以上】
オーレンプラザこどもセンターと市民プラザ
こどもセンターにおいて、子どもの遊びの場
や保護者同士の交流の場を提供するととも
に、コロナ禍を踏まえ、引き続きオンライン
を活用した交流や相談の機会を確保する。
　妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支
援を実施するため、こどもセンター等におい
て、新たに、生後2か月から5か月までの乳児
の保護者を対象とした子育て相談や保護者同
士の交流の場を提供する。

【98％】
オーレンプラザこどもセンター及び市民プラ
ザこどもセンターが連携を図りながら、子ど
もの遊びと保護者同士の交流の場を提供する
ことにより、安心して子育てができる環境の
充実に取り組むとともに、オンラインを活用
した交流や相談の機会を確保し、コロナ禍に
おける保護者の不安の解消や孤立感の緩和を
図った。
令和4年度に実施した利用者アンケート調査
では、利用目的に対する満足度で「満足」、
「やや満足」と回答した割合は98％であり、
事業への満足度は高い結果となった。

○ 継続

事業への満足度

「満足」「やや
満足」と回答し
た人の割合

【90％以上】
オーレンプラザこどもセンターと市民プラザ
こどもセンターにおいて、子どもの遊びの場
や保護者同士の交流の場を提供する。

【98％】
オーレンプラザこどもセンター及び市民プラ
ザこどもセンターが連携を図りながら、子ど
もの遊びと保護者同士の交流の場を提供する
ことにより、安心して子育てができる環境の
充実に取り組んだ。。
令和5年度に実施した利用者アンケート調査で
は、利用目的に対する満足度で「満足」、
「やや満足」と回答した割合は98％であり、
事業への満足度は高い結果となった。

○ 継続

事業への満足度

「満足」「やや
満足」と回答し
た人の割合

【90％以上】
オーレンプラザこどもセンターと市民プラザこど
もセンターにおいて、子どもの遊びの場や保護者
同士の交流の場を提供する。

こども家庭
センター

○ ○ ○

2-2-3 子育てひろば

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所
を開設し、子育てについての相談、情報の提
供、助言のほか、親子向けのイベント等を開
催する。

拡充

事業への満足度

子育てひろばを
利用することで
子育てを支えら
れていると感じ
る割合

【85％以上】
子育てひろばを市内21か所に開設し、新型コ
ロナウイルス感染症に対し、適切な感染防止
対策を行いながら、親子の交流や子育て相
談、情報の提供等を実施し、子育て家庭の孤
立感や不安感の緩和を図る。
　大島区及び牧区において週1日開設してき
た「移動子育てひろば」について、併設する
保育園で週5日開設し、利用しやすい環境を
整える。

【96％】
地域において親子のふれあいの場、保護者同
士の交流の場を提供したほか、子育て支援情
報の提供や保健師等による子育て相談を開催
するなど、保護者の子育てに対する不安感や
孤立感の緩和が図られるよう支援し、安心し
て子育てができる環境づくりを推進すること
ができた。
令和4年度に実施した利用者アンケート調査
では、子育てひろばを利用することで子育て
を支えられていると感じると回答した割合は
96％であり、事業への満足度は高い結果と
なった。

○ 継続

事業への満足度

子育てひろばを
利用することで
子育てを支えら
れていると感じ
る割合

【85％以上】
子育てひろばを市内21か所に開設し、新型コ
ロナウイルス感染症に対し、適切な感染防止
対策を行いながら、親子の交流や子育て相
談、情報の提供等を実施し、子育て家庭の孤
立感や不安感の緩和を図る。

【93％】
地域において親子のふれあいの場、保護者同
士の交流の場を提供したほか、子育て支援情
報の提供や保健師等による子育て相談を開催
するなど、保護者の子育てに対する不安感や
孤立感の緩和が図られるよう支援し、安心し
て子育てができる環境づくりを推進すること
ができた。
令和5年度に実施した利用者アンケート調査で
は、子育てひろばを利用することで子育てを
支えられていると感じると回答した割合は
93％であり、事業への満足度は高い結果と
なった。

○ 継続

事業への満足度

子育てひろばを
利用することで
子育てを支えら
れていると感じ
る割合

【85％以上】
子育てひろばを市内21か所に開設し、親子の交流
や子育て相談、情報の提供等を実施し、子育て家
庭の孤立感や不安感の緩和を図る。

こども家庭
センター

○ ○ ○

2-2-4 子育て支援情報の提供

子育て支援webサイト「上越市子育て応援ス
テーション」により、イベントの情報や各種
制度等を見やすく掲載し、子育てに関する情
報を発信する。

拡充 アクセス件数

【300,000件以上】
子育てに関するお知らせやイベント等の情報
を迅速に掲載するとともに、メールやツイッ
ターによる子育て情報を随時発信する。
こどもセンターの催しなどで「上越市子育て
応援ステーション」について、広く周知す
る。
子育て情報誌の電子書籍化を図る。

【503,152件】
子育てに関するイベントや各種制度の情報等
について、ホームページやメールマガジン等
を活用して効果的に発信し、保護者の子育て
不安の軽減を図ることができた。
母子手帳アプリ「母子モ」と「上越市子育て
応援ステーション」をリンクさせ必要な情報
が入手しやすい環境を整えることができた。

○ 継続 アクセス件数

【400,000件以上】
子育てに関するお知らせやイベント等の情報
を迅速に掲載するとともに、メールやツイッ
ターによる子育て情報を随時発信する。
こどもセンターの催しなどで「上越市子育て
応援ステーション」について、広く周知す
る。

【35,996件】※
子育てに関するイベントや各種制度の情報等
について、ホームページやメールマガジン等
を活用して効果的に発信し、保護者の子育て
不安の軽減を図ることができた。
母子手帳アプリ「母子モ」と「上越市子育て
応援ステーション」をリンクさせ必要な情報
が入手しやすい環境を整えることができた。

※サーバーのシステム更新により、アクセス
件数の集計方法を変更

― 継続 アクセス件数

【38,000件以上】
子育てに関するお知らせやイベント等の情報を迅
速に掲載するとともに、メールやツイッターによ
る子育て情報を随時発信する。
こどもセンターの催しなどで「上越市子育て応援
ステーション」について、広く周知する。

こども家庭
センター

○

2-2-5 家庭教育支援講座
保護者を対象に、家庭教育にかかわる講座を
行い、家庭の教育力の向上を図る。

継続 実施地区数
【28地区】
28地区公民館において、保護者等を対象に家
庭教育に関する講座を行う。

【20地区】
全28地区公民館において、保護者を対象に家
庭教育に関する講座を計画したが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に万全を期すため、関
係する保育園、学校などと慎重に協議した結
果、20地区公民館での実施にとどまった。

【コロナ】

△
継続

参加者アンケー
ト結果で家庭教
育支援講座で学
んだことを今後
生かしていきた
いと答えた保護
者の割合

【90％以上】
家庭教育支援講座の実施により、保護者等の
家庭における教育力が向上するきっかけとす
る。

【96.9％】
19地区公民館において家庭教育支援講座を実
施し、保護者にとって効果的な学びを提供す
ることができた。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で家庭教
育支援講座で学
んだことを今後
生かしていきた
いと答えた保護
者の割合

【90％以上】
家庭教育支援講座の実施により、保護者等の家庭
における教育力が向上するきっかけとする。

社会教育課 ○

2-2-6
ファミリーサポートセン
ター

・地域の子育ての相互援助活動を支援するた
め、育児の援助を受けたい人（依頼会員）と
育児の援助を行いたい人（提供会員）との相
互援助活動に関する連絡・調整を行う。
・仕事と育児を両立し、安心して働くことの
できる環境づくりを推進するため、低所得世
帯の保護者に対し、ファミリーサポートセン
ターの利用料を助成する。

拡充
提供会員の紹介
率

【100％】
依頼会員のニーズに見合った提供会員を確保
するため、広報上越や市ホームページ等に募
集案内を掲載するとともに、チラシやポス
ターの設置や各種団体や公民館事業等の参加
者を対象に事業の紹介を行う。
提供会員が速やかに援助を行えるよう、養成
講座を年4回開催する。
仕事と育児を両立し、安心して働くことので
きる環境づくりを推進するため、病気中に
あって集団保育等が困難な児童の預かりを試
行的に実施する。

【100％】
提供会員を確保するため、広報上越に会員募
集の記事を掲載したほか、各種団体等や市の
退職者（保育士）を対象に会員募集活動を行
い、令和3年度と比較し、5人増やすことがで
きた。
依頼は全て受けることができたほか、依頼会
員のニーズに見合った提供会員を調整するこ
とができた。
仕事と育児を両立し、安心して働くことので
きる環境づくりを推進するため、病気中に
あって集団保育等が困難な児童の預かりを実
施した。

○ 拡充
提供会員の紹介
率

【100％】
依頼会員のニーズに見合った提供会員を確保
するため、広報上越や市ホームページ等に募
集案内を掲載するとともに、チラシやポス
ターの設置や各種団体や公民館事業等の参加
者を対象に事業の紹介を行う。
提供会員が速やかに援助を行えるよう、養成
講座を年4回開催する。
依頼会員からのニーズに対応できるよう提供
会員を確保するため、提供会員が受け取る利
用料金を引き上げ、市が引き上げ相当額を補
助する。また、利用料助成の対象を児童扶養
手当受給世帯にも拡充し、安心して子育てが
できる環境づくりを強化する。

【100％】
提供会員を確保するため、広報上越に会員募
集の記事を掲載したほか、各種団体等や市の
退職者（保育士）を対象に会員募集活動を行
い、令和4年度と比較し、13人増やすことがで
きた。
依頼は全て受けることができたほか、依頼会
員のニーズに見合った提供会員を調整するこ
とができた。
仕事と育児を両立し、安心して働くことので
きる環境づくりを推進するため、病気中に
あって集団保育等が困難な児童の預かりを実
施した。

○ 継続
提供会員の紹介
率

【100％】
依頼会員のニーズに見合った提供会員を確保する
ため、広報上越や市ホームページ等に募集案内を
掲載するとともに、チラシやポスターの設置や各
種団体や公民館事業等の参加者を対象に事業の紹
介を行う。
提供会員が速やかに援助を行えるよう、養成講座
を年4回開催する。
依頼会員からのニーズに対応できるよう提供会員
を確保し、安心して子育てができる環境づくりを
強化する。

こども家庭
センター

○ ○ ○
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基本目標２

安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる社会の構築

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

基本施策＞事業名等 事業概要

参考

担当課

令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業

継続

参加者アンケー
ト結果で気持ち
に変化があった
保護者等の割合

【90％以上】
保護者が子どもの特徴や行動、子どもとのよ
り良い関わり方を理解し、適切な対応ができ
るようにする。

【94％】
基本的な親子コミュニケーション支援を実施
し、気持ちに変化があった保護者は94.0％で
あった。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で気持ち
に変化があった
保護者の割合

【90％以上】
保護者が子どもの特徴や行動、子どもとのよ
り良い関わり方を理解し、適切な対応ができ
るようにする。

【92％】
基本的な親子コミュニケーション支援を実施
し、気持ちに変化があった保護者は92.0％で
あった。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で気持ち
に変化があった
保護者の割合

【90％以上】
保護者が子どもの特徴や行動、子どもとのより良
い関わり方を理解し、適切な対応ができるように
する。

こども家庭
センター

○

継続

参加者アンケー
ト結果で乳幼児
健診の話で参考
になったことが
あると答えた保
護者の割合

【90％以上】
乳幼児健診において発育発達に応じた関わり
等について健康教育や保健指導を行う。

【93％】
基本的な親子コミュニケーション支援におい
て乳幼児健診の話で参考になったことがある
と答えた保護者は93％であった。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で乳幼児
健診の話で参考
になったことが
あると答えた保
護者の割合

【90％以上】
乳幼児健診において発育発達に応じた関わり
等について健康教育や保健指導を行う。

【91％】
乳幼児健診において各年齢の発達段階に応じ
たより良い関わり等について保護者への健康
教育や保健指導を行った。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で乳幼児
健診の話で参考
になったことが
あると答えた保
護者の割合

【90％以上】
乳幼児健診において各年齢の発達段階に応じたよ
り良い関わり等について保護者への健康教育や保
健指導を行い、適切な対応ができるようにする。

こども家庭
センター

○

継続

参加者アンケー
ト結果で参加し
てよかったと感
じた保護者等の
割合

【90％以上】
丁寧な親子コミュニケーション支援に参加し
た保護者が子どもの特性にあわせた関わり方
を理解し、適切な対応ができるようにする。

【100％】
丁寧な親子コミュニケーション支援を実施
し、参加してよかったと感じた保護者は
100％であった。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で参加し
てよかったと感
じた保護者等の
割合

【90％以上】
丁寧な親子コミュニケーション支援に参加し
た保護者が子どもの特性にあわせた関わり方
を理解し、適切な対応ができるようにする。

【100％】
丁寧な親子コミュニケーション支援を実施
し、参加してよかったと感じた保護者は100％
であった。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で参加し
てよかったと感
じた保護者等の
割合

【90％以上】
丁寧な親子コミュニケーション支援に参加した保
護者が子どもの特性にあわせた関わり方を理解
し、適切な対応ができるようにする。

こども家庭
センター

○

2-2-8 利用者支援事業

教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事
業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等
を行うとともに、関係機関と連絡調整等を行
う。

継続

利用者の相談に
対して、必要な
助言・連絡・調
整等ができた割
合

【100％】
利用者の相談に対して、必要な助言、連絡、
調整等を行うほか、子育てに関する各種施設
やサービス等を紹介するハンドブックを作成
し、子育て家庭等に広く周知する。
保育園の入園に関するセミナーや妊娠中、又
は妊娠を考えている方を対象にした産後に関
するセミナーを実施する。
コロナ禍を踏まえ、引き続きオンラインを活
用した相談の機会を確保する。

【100％】
子育て情報ハンドブックの作成・配布のほ
か、利用者の相談に対して、必要な助言や連
絡調整等を行い、地域の子育て支援事業等を
円滑に利用できるよう支援した。
保育園等の入園に関するセミナーを計3回（7
月）実施した。
妊娠中、または妊娠を考えている方を対象と
した産後に関するセミナーを計2回（6月、12
月）実施した。
新型コロナウイルス感染への不安を抱えた市
民に寄り添い、オンラインによる相談体制を
確保した。

○ 継続

利用者の相談に
対して、必要な
助言・連絡・調
整等ができた割
合

【100％】
利用者の相談に対して、必要な助言、連絡、
調整等を行うほか、子育てに関する各種施設
やサービス等を紹介するハンドブックを作成
し、子育て家庭等に広く周知する。
保育園の入園に関するセミナーや妊娠中、又
は妊娠を考えている方を対象にした産後に関
するセミナーを実施する。

【100％】
子育て情報ハンドブックの作成・配布のほ
か、利用者の相談に対して、必要な助言や連
絡調整等を行い、地域の子育て支援事業等を
円滑に利用できるよう支援した。
保育園等の入園に関するセミナーを計3回（7
月）実施した。
妊娠中、または妊娠を考えている方を対象と
した産後に関するセミナーを計2回（6月、12
月）実施した。

○ 継続

利用者の相談に
対して、必要な
助言・連絡・調
整等ができた割
合

【100％】
利用者の相談に対して、必要な助言、連絡、調整
等を行うほか、子育てに関する各種施設やサービ
ス等を紹介するハンドブックを作成し、子育て家
庭等に広く周知する。
保育園の入園に関するセミナーや妊娠中、又は妊
娠を考えている方を対象にした産後に関するセミ
ナーを実施する。

こども家庭
センター

○

2-2-9 助産師健康相談事業
電話及び来所による相談を行い、思春期から
妊娠・出産・育児、不妊や更年期などの各期
の不安の軽減や知識の普及を図る。

継続

相談内容に応じ
て、必要な助
言・連絡・調整
等ができた割合

【100%】
電話及び来所相談を通して、相談者の悩みを
傾聴し、具体的な対応についての助言などを
行い、不安の軽減を図る。

【100%】
電話及び来所相談を通して、相談者の悩みを
傾聴し、具体的な対応について助言を行っ
た。また継続的な支援が必要な場合は、地区
担当保健師等につなげ、支援を行うことで、
利用者の不安の軽減を図った。

○ 継続

相談内容に応じ
て、必要な助
言・連絡・調整
等ができた割合

【100%】
電話及び来所相談を通して、相談者の悩みを
傾聴し、具体的な対応についての助言などを
行い、不安の軽減を図る。

【100%】
電話及び来所相談を通して、相談者の悩みを
傾聴し、具体的な対応について助言を行っ
た。また継続的な支援が必要な場合は、地区
担当保健師等につなげ、支援を行うことで、
利用者の不安の軽減を図った。

○ 継続

相談内容に応じ
て、必要な助
言・連絡・調整
等ができた割合

【100%】
電話及び来所相談を通して、相談者の悩みを傾聴
し、具体的な対応についての助言などを行い、不
安の軽減を図る。

こども家庭
センター

2-2-10 訪問指導事業
保健師、栄養士等が必要に応じて家庭等を訪
問し、発育・発達・栄養相談等に応じ、育児
不安の解消を図る。

継続
家庭訪問実施状
況

【800件】
発育・発達・栄養等に悩んでいる保護者や産
後うつ病のリスクの高い産婦に対し、訪問に
よる相談支援を行う。

【1,018件】
発育・発達・栄養等に悩んでいる保護者や産
後うつ病のリスクの高い産婦に対し、訪問を
行い、継続した相談支援を行った。

○ 継続
家庭訪問実施状
況

【800件】
発育・発達・栄養等に悩んでいる保護者や産
後うつ病のリスクの高い産婦に対し、訪問に
よる相談支援を行う。

【1,309件】
妊娠・出産・子育てに悩んでいる保護者や産
後うつ等のリスクの高い産婦に対し、家庭訪
問による相談支援を行った。

○ 継続
家庭訪問実施状
況

【800件】
妊娠・出産・子育てに悩んでいる保護者や産後う
つ等のリスクの高い産婦に対し、家庭訪問による
相談支援を行う。

こども家庭
センター

2-3　保育環境の充実
▼基本施策2-3

2-3-1 通常保育事業

乳児又は幼児を保育することで、子育て家庭
の負担軽減や保護者の就労支援を行う。ま
た、将来に渡って持続可能な保育園等の運営
ができるよう、関係機関と連携のもと、保育
士の確保に取り組む。

継続 待機児童数

【0人】
保育が必要な子どもに対して保育が提供され
るよう、適切に保育士等を配置し、保護者が
安心して子どもを預けられる保育環境を整え
る。
年度途中の入園希望に柔軟に対応するため、
関係機関と連携し保育士の人材確保に取り組
む。

【0人】
適切に保育士等を配置し、保育が必要な子ど
もに対して保育を提供した。
公立及び私立保育園等の保育士の求人情報を
市ホームページに掲載し、保育士等の人材確
保に努めた。

○ 継続 待機児童数

【0人】
保育が必要な子どもに対して保育が提供され
るよう、適切に保育士等を配置し、保護者が
安心して子どもを預けられる保育環境を整え
る。
年度途中の入園希望に柔軟に対応するため、
関係機関と連携し保育士の人材確保に取り組
む。

【0人】
適切に保育士等を配置し、保育が必要な子ど
もに対して保育を提供した。
保育士等人材バンクの運用を開始し、私立園
の人材確保に繋げたほか、関係機関と連携し
た「保育士就職相談会」の開催、公立及び私
立保育園等の保育士求人情報の市ホームペー
ジへの掲載を行い、保育士等の人材確保に努
めた。

○ 継続 待機児童数

【0人】
保育が必要な子どもに対して保育が提供されるよ
う、適切に保育士等を配置し、保護者が安心して
子どもを預けられる保育環境を整える。
年度途中の入園希望に柔軟に対応するため、関係
機関と連携し保育士の人材確保に取り組む。

幼児保育課 ○ ○

2-3-2 保育園の再配置等
「上越市保育園の再配置等に係る計画」に基
づき、公立保育園の民営化及び一部保育園の
統合整備を行う。

縮小
移管後の運営状
況を確認する園
数

【4園】
移管後の運営状況を随時確認し、園運営が円
滑に行われるよう、必要に応じて支援を行
う。

【4園】
移管後の運営状況を随時確認し、保護者意見
の聞き取りやその対応及びアンケート調査の
実施等を通じて、園運営が円滑に行われるよ
う支援を行った。

○ 縮小
移管後の運営状
況を確認する園
数

【4園】
移管後の運営状況を随時確認し、園運営が円
滑に行われるよう、必要に応じて支援を行
う。

【4園】
移管後の運営状況を随時確認し、必要に応じ
て関係者調整会議を開催するとともに、アン
ケート調査の実施等を通じ、園運営が円滑に
行われるよう支援を行った。

○ 縮小
移管後の運営状
況を確認する園
数

【4園】
移管後の運営状況を随時確認し、園運営が円滑に
行われるよう、必要に応じて支援を行う。

幼児保育課 ○ ○

2-3-3 保育園の環境改善
老朽化した設備の更新や園舎及び敷地内の維
持・改善を図り、安全で安心な保育環境を整
備する。

継続
個所付け修繕工
事等の件数

【工事請負2件、営繕修繕71件、備品修繕2
件】
適切に修繕を行い、公立保育園の保育環境維
持と改善を図っていく。
私立保育園が行う施設整備費を補助し、子ど
ものすこやかな成長に資する環境の整備を推
進する。

【工事請負2件 営繕修繕78件】
適切に修繕を行い、公立保育園の保育環境維
持と改善を図った。
私立保育園が行う施設整備費を補助し、子ど
ものすこやかな成長に資する環境の整備を推
進した。

○ 拡充
個所付け修繕工
事等の件数

【工事請負1件　営繕修繕45件】
適切に修繕を行い、公立保育園の保育環境維
持と改善を図っていく。
私立保育園が行う施設整備費を補助し、子ど
ものすこやかな成長に資する環境の整備を推
進する。
保育に関連する業務の効率化及び保護者の利
便性の向上を図るため、公立保育園11園に保
育業務支援システムを導入する。
保育園や認定こども園における給食に係る食
材料費の高騰が保護者の経済的負担とならな
いよう、物価高騰相当額を市が負担する。

【工事請負1件　営繕修繕45件】
適切に修繕を行い、公立保育園の保育環境維
持と改善を図った。
私立保育園が行う施設整備費を補助し、子ど
ものすこやかな成長に資する環境の整備を推
進した。
保育に関連する業務の効率化及び保護者の利
便性の向上を図るため、公立保育園11園に保
育業務支援システムを導入した。
保育園や認定こども園における給食に係る食
材料費の高騰が保護者の経済的負担とならな
いよう、物価高騰相当額を市が負担した。

○ 継続
個所付け修繕工
事等の件数

【工事請負1件　営繕修繕26件】
適切に修繕を行い、公立保育園の保育環境維持と
改善を図る。
私立保育園が行う施設整備費を補助し、子どもの
すこやかな成長に資する環境の整備を推進する。
保育に関連する業務の効率化及び保護者の利便性
の向上を図るため、令和5年度に引き続き公立保
育園12園に保育業務支援システムを導入する。
保育園や認定こども園における給食に係る食材料
費の高騰が保護者の経済的負担とならないよう、
物価高騰相当額を市が負担する。

幼児保育課

2-4　多様な保育サービスの提供
▼基本施策2-4

2-4-1 延長保育事業
通常の保育時間終了後も保育が必要な児童を
対象に延長保育を行う。

継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
延長保育が必要な子どもに対して保育が提供
されるよう、適切に保育士等を配置し、保護
者が安心して子どもを預けられる保育環境を
整える。

【100％】
適切に保育士等を配置し、延長保育が必要な
子どもに対して保育を提供した。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
延長保育が必要な子どもに対して保育が提供
されるよう、適切に保育士等を配置し、保護
者が安心して子どもを預けられる保育環境を
整える。

【100％】
適切に保育士等を配置し、延長保育が必要な
子どもに対して保育を提供した。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
延長保育が必要な子どもに対して保育が提供され
るよう、適切に保育士等を配置し、保護者が安心
して子どもを預けられる保育環境を整える。

幼児保育課 ○ ○ ○

2-4-2 一時預かり事業
保護者が就労や疾病等の理由により、家庭で
の保育が一時的に困難になった児童の保育を
行う。

継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
保育園・オーレンプラザこどもセンターにお
いて、一時預かりが必要な子どもに対して保
育が提供されるよう、適切に保育士等を配置
し、保護者が安心して子どもを預けられる保
育環境を整える。

【100％】
保育園・オーレンプラザこどもセンターにお
いて適切に保育士等を配置し、一時預かりが
必要な子どもに対して保育を提供した。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
保育園・オーレンプラザこどもセンターにお
いて、一時預かりが必要な子どもに対して保
育が提供されるよう、適切に保育士等を配置
し、保護者が安心して子どもを預けられる保
育環境を整える。

【100％】
保育園・オーレンプラザこどもセンターにお
いて適切に保育士等を配置し、一時預かりが
必要な子どもに対して保育を提供するととも
に、希望の施設での受入ができない場合は、
他の施設を紹介した。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
保育園・オーレンプラザこどもセンターにおい
て、一時預かりが必要な子どもに対して保育が提
供されるよう、適切に保育士等を配置し、保護者
が安心して子どもを預けられる保育環境を整え
る。

幼児保育課
こども家庭
センター

○ ○ ○

2-2-7
親子コミュニケーション支
援

乳幼児健診受診者、保育園・幼稚園・認定こ
ども園入園児の保護者、こども発達支援セン
ター利用者の保護者等を対象に、講座やグ
ループワーク等を通して保護者が子どもの育
ちを理解し、発達段階に応じた適切な関わり
ができるよう支援する。
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基本目標２

安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる社会の構築

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

基本施策＞事業名等 事業概要

参考

担当課

令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業

2-4-3 ファミリーヘルプ保育園

就労・疾病・介護・災害・リフレッシュ等に
より、緊急又は一時的に保育することができ
ない保護者に代わり保育を行うファミリーヘ
ルプ保育園を運営する。

継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
緊急又は一時的な保育ニーズに柔軟に対応
し、利用者が安心して児童を預けることがで
きる環境を整え、利用要件に合致した場合に
100％受け入れる。

【100％】
緊急又は一時的な保育ニーズに柔軟に対応
し、利用要件に合致した児童の受入れを行っ
た。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
緊急又は一時的な保育ニーズに柔軟に対応
し、利用者が安心して児童を預けることがで
きる環境を整え、利用要件に合致した場合に
100％受け入れる。

【100％】
緊急又は一時的な保育ニーズに柔軟に対応
し、利用要件に合致した児童の受入れを行っ
た。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
緊急又は一時的な保育ニーズに柔軟に対応し、利
用者が安心して児童を預けることができる環境を
整え、利用要件に合致した場合に100％受け入れ
る。

幼児保育課 ○ ○ ○

2-4-4 病児保育事業
病気の回復期に至っていないため、集団保育
が困難な乳幼児等に対して一時保育を行う。

拡充
利用申込に対す
る受入率

【100％】
病気の回復期に至らない子どもの保育体制を
確保し、利用要件に合致した場合に100％受
け入れる。
保育園等において体調不良となった児童を保
護者に代わって迎えに行き、医療機関での受
診及び病児保育室での一時的な保育を行う。

【100％】
病気の回復期に至らない子どもの保育体制を
確保し、利用要件に合致した児童の受入れを
行った。
送迎対応病児保育事業を開始し、保育園等に
おいて体調不良となった児童を保護者に代
わって迎えに行き、医療機関での受診及び病
児保育室での一時的な保育を行う体制を整備
した。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
病気の回復期に至らない子どもの保育体制を
確保し、利用要件に合致した場合に100％受
け入れる。
保育園等において体調不良となった児童を保
護者に代わって迎えに行き、医療機関での受
診及び病児保育室での一時的な保育を行う。

【100％】
病気の回復期に至らない子どもの保育体制を
確保し、利用要件に合致した児童の受入れを
行った。
送迎対応病児保育事業を開始し、保育園等に
おいて体調不良となった児童を保護者に代
わって迎えに行き、医療機関での受診及び病
児保育室での一時的な保育を行う体制を整備
した。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
病気の回復期に至らない子どもの保育体制を確保
し、利用要件に合致した場合に100％受け入れ
る。
保育園等において体調不良となった児童を保護者
に代わって迎えに行き、医療機関での受診及び病
児保育室での一時的な保育を行う。

幼児保育課 ○ ○ ○

2-4-5 病後児保育事業
病気の回復期にあるため、集団保育が困難な
乳幼児等に対して一時保育を行う。

継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
病気の回復期の子どもの保育体制を確保し、
利用要件に合致した場合に100％受け入れ
る。

【100％】
病気の回復期の子どもの保育体制を確保し、
利用要件に合致した児童の受入れを行った。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
病気の回復期の子どもの保育体制を確保し、
利用要件に合致した場合に100％受け入れ
る。

【100％】
病気の回復期の子どもの保育体制を確保し、
利用要件に合致した児童の受入れを行った。

○ 継続
利用申込に対す
る受入率

【100％】
病気の回復期の子どもの保育体制を確保し、利用
要件に合致した場合に100％受け入れる。

幼児保育課 ○ ○ ○

2-4-6 放課後児童クラブ

共働き家庭など、昼間保護者がいない小学校
に就学している児童に対し、授業の終了後、
小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及
び生活の場を提供して、その健全な育成を図
る。

継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
就労等で昼間保護者がいない児童に対して適
切な遊びの活動の場を提供するとともに、新
型コロナウイルス感染症に対し、感染防止対
策を行いながら、保護者が安心して預けられ
る環境を整える。

【100％】
就労等で昼間保護者がいない児童に対して適
切な遊びの活動の場を提供するとともに、新
型コロナウイルス感染症に対し、感染防止対
策を行いながら、保護者が安心して預けられ
る環境を整えた。

○ 継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
日中に保護者が就労等で不在となる家庭の児
童へ、小学校の余裕教室等を利用して適切な
遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を
図る。

【100％】
日中に保護者が就労等で不在となる家庭の児
童へ、小学校の余裕教室等を利用して適切な
遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を
図った。

○ 継続
利用申込数に対
する受入率

【100％】
日中に保護者が就労等で不在となる家庭の児童
へ、小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや
生活の場を提供し、児童の健全育成を図る。

学校教育課 ○ ○ ○

2-5　母子保健の充実
▼基本施策2-5

2-5-1 すくすく赤ちゃんセミナー

妊娠初期・中期・後期に教室を開催し、助産
師、保健師、栄養士等が受講者の相談に応
じ、妊娠・出産に関する不安の解消を図ると
ともに、生まれてくる子とその親の将来の生
活習慣病予防に関する保健指導を行う。

継続

参加者アンケー
ト結果で講話内
容が理解できた
と答えた参加者
の割合

【98%以上】
妊娠初期・中期・後期に教室を開催し、妊
娠・出産に関する情報提供及び生活習慣病に
関する保健指導を行う。

【100％】
妊娠初期・中期・後期に教室を開催し、妊
娠・出産に関する情報提供や生活習慣病に関
する保健指導を行った結果、すべての参加者
が講話の内容をおおむね理解できたと回答さ
れた。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で講話内
容が理解できた
と答えた参加者
の割合

【98%以上】
妊娠初期・中期・後期に教室を開催し、妊
娠・出産に関する情報提供及び生活習慣病に
関する保健指導を行う。

【100％】
妊娠中期・後期に教室を開催し、妊娠・出産
に関する情報提供や生活習慣病に関する保健
指導を行った結果、すべての参加者が講話の
内容をおおむね理解できたと回答された。

○ 継続

参加者アンケー
ト結果で講話内
容が理解できた
と答えた参加者
の割合

【98％以上】
妊娠初期・中期・後期に教室を開催し、妊娠・出
産に関する情報提供及び生活習慣病に関する保健
指導を行う。

こども家庭
センター

○

2-5-2
妊産婦新生児訪問指導事業
（こんにちは赤ちゃん事
業）

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭等を
訪問し、子育て支援や発育発達・栄養に関す
る情報提供や養育環境等の把握や保健指導を
行う。

拡充 出生児の訪問率

【99%以上】
長期間の里帰りや入院等で訪問できない家庭
を除き、育児不安等に対し、訪問指導を通し
て具体的な助言を行う。
また、産後うつや育児不安のある産婦等に対
し、訪問型産後ケア事業を実施する。

【99.8%】
長期里帰りや入院等で訪問できない家庭を除
き、育児不安等に対し、訪問指導を通して具
体的な助言を行った。

○ 継続 出生時の訪問率

【99%以上】
長期間の里帰りや入院等で訪問できない家庭
を除き、育児不安等に対し、訪問指導を通し
て具体的な助言を行う。

【99.5％】
長期間の里帰りや入院等で訪問できない家庭
を除き、家庭訪問を通じて、育児への支援や
発育発達・栄養に関する保健指導を行った。

○ 継続 出生時の訪問率

【99%以上】
長期間の里帰りや入院等で訪問できない家庭を除
き、家庭訪問を通して、育児への支援や発育発
達・栄養に関する保健指導を行う。

こども家庭
センター

○ ○ ○

2-5-3 離乳食相談会

乳児の保護者が身体計測や食生活や生活リズ
ム等の生活習慣の振り返りを通して、子ども
の発育・発達を確認し、発育・発達に応じた
関わりができるよう支援する。

継続 第1子参加率

【80％以上】
離乳初期・離乳中期に離乳食に関する健康教
育を行う。また、発育に合わせた進め方等個
別に保健指導を行う。

【92.2％】
離乳初期・離乳中期に離乳食に関する健康教
育を行った。また、発育に合わせた進め方等
個別に保健指導を行った。

○ 継続 第1子参加率

【80％以上】
離乳初期・離乳中期に離乳食に関する健康教
育を行う。また、発育に合わせた進め方等個
別に保健指導を行う。

【82.2％】
離乳初期・離乳中期に離乳食に関する健康教
育を行った。また、発育に合わせた進め方等
個別に保健指導を行った。

○ 継続 第1子参加率

【80％以上】
離乳初期・離乳中期に離乳食に関する健康教育を
行う。また、発育に合わせた進め方等個別に保健
指導を行う。

こども家庭
センター

○

2-5-4 妊婦一般健康診査

妊婦一般健康診査費用１４回分を公費負担に
することにより、積極的な受診を勧奨し、安
心して妊娠・出産を迎えられるよう支援す
る。

継続
妊娠15週までの
届出率

【98％以上】
妊婦一般健康診査費用14回分の助成を行うと
ともに、健診結果に応じて妊娠中及び産後に
保健指導を行う。
また、産婦健康診査費用1回分の助成を行
い、産後うつ病のリスクの高い産婦の支援に
つなげる。

【98.6%】
妊婦一般健康診査費用14回分の助成を行っ
た。また、健診結果に応じて妊娠中及び産後
に保健指導を実施した。
妊娠届出時に面談を実施し、不安等の有無を
確認するとともに、妊娠・出産期の見通しに
ついて支援を行った。

○ 継続
妊娠15週までの
届出率

【98％以上】
妊婦一般健康診査費用14回分の助成を行う。
また、健診結果に応じて妊娠中及び産後に保
健指導を行う。

【99.2％】
妊婦一般健康診査費用14回分の助成を行っ
た。また、健診結果に応じて妊娠中及び産後
に保健指導を実施した。
妊娠届出時に面談を実施し、不安等の有無を
確認するとともに、妊娠・出産期の見通しに
ついて支援を行った。

○ 継続
妊娠15週までの
届出率

【98％以上】
妊婦一般健康診査費用14回分の助成を行う。ま
た、健診結果に応じて妊娠中及び産後に保健指導
を行う。妊娠届出時に全ての妊婦との面談を行
う。

こども家庭
センター

○

2-5-5 乳幼児健康診査事業
適切な時期に乳幼児健診を実施することによ
り、乳幼児の健やかな成長発達を目指し、疾
病、異常の早期発見や育児支援を行う。

継続
乳幼児健診受診
率

【98％以上】
適切な時期に乳幼児健診を実施し、疾病や異
常の早期発見に努める。また、保護者自身が
子どもの発育発達を確認できるよう支援す
る。

【98.5％】
新型コロナウイルス感染症に対する感染対策
を行いながら、適切な時期に乳幼児健診を実
施し、受診率は98.5％となった。
疾病や異常の早期発見に努め、保護者自身が
子どもの発育発達を確認できるよう個別での
支援を実施した。

○ 拡充
乳幼児健診受診
率

【98％以上】
適切な時期に乳幼児健診を実施し、疾病や異
常の早期発見に努める。また、保護者自身が
子どもの発育発達を確認できるよう支援す
る。
聴覚障害の早期発見を図るため、おおよそ出
生後3日目に実施している新生児に対する聴
覚検査に係る費用の一部を助成する。

【99.5％】
適切な時期に乳幼児健診を実施し、受診率は
99.5％となった。
疾病や異常の早期発見に努め、保護者自身が
子どもの発育発達を確認できるよう個別での
支援を実施した。

○ 継続
乳幼児健診受診
率

【98％以上】
適切な時期に乳幼児健診を実施し、疾病や異常の
早期発見に努める。また、保護者自身が子どもの
発育発達を確認できるよう支援する。

こども家庭
センター

2-5-6 予防接種事業

予防接種の実施により、感染のおそれのある
疾病を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図
るとともに、乳幼児、児童・生徒の感染症の
予防を図る。

継続 接種率

【90%以上】
感染のおそれのある疾病を予防し、公衆衛生
の向上及び増進を図るとともに、乳幼児・児
童・生徒の感染症の予防を図る。

【接種率96.33％※】
公衆衛生の向上及び増進を図り、乳幼児・児
童・生徒の感染症の予防ができた。
※ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、BCG、
麻しん風しん、水痘、B型肝炎の平均接種率

○ 継続 接種率

【90%以上】
感染のおそれのある疾病を予防し、公衆衛生
の向上及び増進を図るとともに、乳幼児・児
童・生徒の感染症の予防を図る。

【接種率93.59％※】
公衆衛生の向上及び増進を図り、乳幼児・児
童・生徒の感染症の予防ができた。
※ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、BCG、麻
しん風しん、水痘、B型肝炎の平均接種率

○ 継続 接種率

【90%以上】
感染のおそれのある疾病を予防し、公衆衛生の向
上及び増進を図るとともに、乳幼児・児童・生徒
の感染症の予防を図る。

こども家庭
センター

2-5-7 フッ化物塗布事業
幼児期における歯質の向上とむし歯予防を徹
底し、幼児の健康な成長を図るため、フッ化
物塗布を行う。

継続
3歳児むし歯罹
患率

【10％以下】
1歳から3歳までの間、半年ごとにフッ化物塗
布を実施する。

【3.8％】
1歳から3歳までの間、半年ごとにフッ化物塗
布を実施し、むし歯予防に努めた結果、3歳
児健診におけるむし歯り患率は、3.8％と
なった。

○ 継続
3歳児むし歯罹
患率

【10％以下】
1歳から3歳までの間、半年ごとにフッ化物塗
布を実施する。

【3.7％】
1歳から3歳までの間、半年ごとにフッ化物塗
布を実施し、むし歯予防に努めた結果、3歳児
健診におけるむし歯り患率は、3.7％となっ
た。

○ 継続
3歳児むし歯罹
患率

【10％以下】
1歳から3歳までの間、半年ごとにフッ化物塗布を
実施し、3歳児健診におけるむし歯の罹患の予防
を図る。

こども家庭
センター
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基本目標３

　地域や学校等で子どもの成長を見守る体制の強化

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

3-1　学校教育環境の充実
▼基本施策3-1

3-1-1 学校規模の適正化
子どもたちの望ましい教育環境を確保する
ため、学校の規模及び配置の適正化に取り
組む。

継続
複式学級の解消に
向けた方策の検討

【複式学級の存在する学校等において、そ
の解消に向けた方策・進め方の検討が保護
者・地域とともに行われている状態】
複式学級が存在又は今後発生が見込まれる
学校の保護者・地域との意見交換を行い、
各学校の実態や保護者・地域の意向等を踏
まえ、適正な方策を検討する。統合以外の
複式学級の課題解消の方策として、ICT活用
を4校、交流学習を2校で実施する。

【複式学級の存在する学校等において、そ
の解消に向けた方策・進め方の検討が保護
者・地域とともに行われている状態】
①保護者との意見交換：中学校1校、小学校
9校で実施
②統合支援：中学校3校で実施

○ 継続
複式学級の解消に
向けた方策の検討

【複式学級の存在する学校等において、その解消
に向けた方策・進め方の検討が保護者・地域とと
もに行われている状態】
複式学級が存在又は今後発生が見込まれる学校の
保護者・地域との意見交換を行い、各学校の実態
や保護者・地域の意向等を踏まえ、適正な方策を
検討する。統合以外の複式学級の課題解消の方策
として、ICT活用を9校、交流学習を5校で実施す
る。

複式学級が存在又は今後発生が見込まれる学校の
保護者・地域との意見交換を行い、R7.4に諏訪小
の戸野目小への編入統合、三和区の3つの小学校の
新設統合することが決定し、その他の学校につい
ても意見交換を進めた。統合以外の複式学級の課
題解消の方策として、ICT活用を9校、交流学習を5
校で実施した。

○ 継続
複式学級の解消に
向けた方策の検討

【複式学級の存在する学校等において、そ
の解消に向けた方策・進め方の検討が保護
者・地域とともに行われている状態】
複式学級が存在又は今後発生が見込まれる
学校の保護者・地域との意見交換を行い、
各学校の実態や保護者・地域の意向等を踏
まえ、適正な方策を検討する。統合以外の
複式学級の課題解消の方策として、ICT活用
を10校、交流学習を7校で実施する。

教育総務課 ○

3-1-2 学校施設整備事業

学習形態の多様化に対応した教育施設を整
備するとともに、老朽化した施設及び設備
を改善し、児童・生徒の安全の確保及び快
適な教育環境を整備する。

継続
学校施設の実施計
画に基づいた改修
工事の実施

【小学校：5校、中学校：4校】
学校施設の実施計画に基づき経年劣化した
施設・設備の改修工事を計画的に実施す
る。

【小学校：5校、中学校：4校】
計画どおり、施設・設備の改修工事を実施
した。

○ 継続
学校施設の実施計
画に基づいた改修
工事の実施

【小学校：3校、中学校：4校】
学校施設の実施計画に基づき経年劣化した施設・
設備の改修工事を計画的に実施する。

【小学校：3校、中学校：4校】
計画どおり、施設・設備の改修工事を実施した。

○ 継続
学校施設の実施計
画に基づいた改修
工事の実施

【小学校：8校、中学校：6校】
学校施設の実施計画に基づき経年劣化した
施設・設備の改修工事を計画的に実施す
る。

教育総務課 ○

3-1-3 学習指導支援事業

教育補助員、介護員、ＬＤ指導員を配置
し、学習障害、注意欠陥多動性障害及び高
機能自閉症など発達障害のある児童・生徒
へのきめ細かい指導を行うことにより、児
童・生徒の学習を充実させ、生きる力を育
てる。

継続

教育補助員、介護
員、ＬＤ指導員の
資質向上を図る研
修会等の実施

【２回】
児童生徒の特性理解や個に応じた支援方法
が得られるよう、研修会や情報交換会を実
施する。

【2回】
教育補助員、介護員を対象にした研修会を
オンラインで２回実施し、特別支援教育へ
の理解や児童生徒への適切な対応、支援方
法などの資質向上を図った。ＬＤ指導員は
小・中学校別に授業や教材などを見せ合う
情報交換会を実施し、指導力を高めた。

○ 継続

教育補助員、介護
員、ＬＤ指導員の
資質向上を図る研
修会等の実施

【2回】
児童生徒の特性理解や個に応じた支援方法が得ら
れるよう、研修会や情報交換会を実施する。

【2回】
教育補助員、介護員を対象にした研修会をオンラ
インで２回実施し、特別支援教育への理解や児童
生徒への適切な対応、支援方法などの資質向上を
図った。ＬＤ指導員は小・中学校別に授業や教材
などを見せ合う情報交換会を実施し、指導力を高
めた。

○ 継続

教育補助員、介護
員、ＬＤ指導員の
資質向上を図る研
修会等の実施

【２回】
児童生徒の特性理解や個に応じた支援方法
が得られるよう、研修会や情報交換会を実
施する。

学校教育課 ○

3-1-4 不登校児童生徒教育支援室

不登校児童・生徒に個別指導や体験活動な
どを行いながら、自立心と集団生活への適
応能力を高め、学校復帰や社会的に自立す
ることができるよう支援する。また、必要
に応じて訪問指導を行う。

継続
適応指導教室の利
用状況

【相談数、通室人数、通室日数の増加】
適応指導教室を周知し、個々の状況に寄り
添った相談を行うと共に、関係機関と連携
した対応と個別指導、体験活動の実施を通
して、自己肯定感を高め、自立心を育て
る。

通室人数の増加は更なる不登校児童生徒の
増加の影響とリーフレット配付をはじめと
する保護者支援の重視、柔軟な通室形態に
よるもの思われる。通室日数については、
個々の状況によって多様な通室形態を認め
ているため、まず通室登録をするだけの場
合や、年間数日程度しか通室できない場合
もある。登録数に比例して増加していな
い。一方、上教大学生ボランティアの応援
を得て、通室時の学習支援や妙高青少年の
家での体験交流活動、クリスマス会などを
実施した結果、一人一人の自己肯定感と自
立心が高まり、中学校卒業学年の通室生全
員が希望どおり進路を達成した。

 ・相談件数　83件（＋2）
 ・通室人数　60人（＋20）
 ・延べ日数　687日（－28）

△ 継続
教育支援室の利用
状況

【支援要請に対する対応　100％】
教育支援室子ども未来サポートCoCoMoを周知し、
個々の状況に寄り添った相談を行うと共に、関係
機関と連携した対応と個別指導、体験活動の実施
を通して、自己肯定感を高め、自立心を育てる。

【支援要請に対する対応　100％】
通室人数の増加は更なる不登校児童生徒の増加の
影響とリーフレット配付をはじめとする保護者支
援の重視、柔軟な通室形態によるもの思われる。
通室日数については、個々の状況によって多様な
通室形態を認めているため、まず通室登録をする
だけの場合や、年間数日程度しか通室できない場
合もある。登録数に比例して増加していない。一
方、上教大学生ボランティアの応援を得て、通室
時の学習支援や妙高青少年の家での体験交流活
動、クリスマス会などを実施した結果、一人一人
の自己肯定感と自立心が高まり、中学校卒業学年
の通室生全員が希望どおり進路を達成した。

 ・相談件数　104件（+26）
 ・通室人数　69 人（＋9）
 ・延べ日数　1701日（+1014）

○ 継続
教育支援室の利用
状況

【支援要請に対する対応　100％】
教育支援室子ども未来サポートCoCoMoを周
知し、個々の状況に寄り添った相談を行う
と共に、関係機関と連携した対応と個別指
導、体験活動の実施を通して、自己肯定感
を高め、自立心を育てる。

教育セン
ター

○ ○

3-1-5
外国人・帰国児童生徒への
日本語支援事業

外国人児童生徒の学校生活の充実や学力を
保証するため、日本語支援と教科指導のサ
ポート体制を構築し、基礎的・基本的な知
識の習得を支援する。

継続
日本語指導が必要
な児童生徒への支
援状況

【日常会話を可能とする】
市立学校に在籍している、あるいは在籍す
る予定である児童生徒で、日本語支援が必
要なすべての児童生徒に対して、継続的に
個々の実態に応じた日本語支援を実施す
る。

日本語支援が必要なすべての児童生徒に対
して、継続的に個々の実態に応じた日本語
支援を実施した。

 ・57人 (小学生46人、中学生11人)

○ 拡充
日本語指導が必要
な児童生徒への支
援状況

【学校から支援申請のあった児童生徒に対する支
援の実施　100％】
市立学校に在籍している、あるいは在籍する予定
である児童生徒で、日本語指導が必要なすべての
児童生徒に対して、継続的に個々の実態に応じた
日本語支援事業を実施する。
自動翻訳機を試験的に7台導入することで、日本語
を話すことの難しい児童への言語支援につながっ
た。

【学校から支援申請のあった児童生徒に対する支
援の実施　100％】
市立学校に在籍している、あるいは在籍する予定
である児童生徒で、日本語指導が必要なすべての
児童生徒に対して、継続的に個々の実態に応じた
日本語支援事業を実施した。
日本語を話すことの難しい児童への言語支援のた
め、自動翻訳機を試験的に7台導入した。

○ 拡充
日本語指導が必要
な児童生徒への支
援状況

【学校から支援申請のあった児童生徒に対
する支援の実施　100％】
・市立学校に在籍している、あるいは在籍
する予定である児童生徒で、日本語指導が
必要なすべての児童生徒に対して、継続的
に個々の実態に応じた日本語支援事業を実
施する。
・日本語を話すことの難しい児童への言語
支援のため、自動翻訳機を試験的に7台導入
する。
・日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍
し、日本語指導加配教員が配置されている
３校に、教育委員会が採用した支援員を常
駐させる。

学校教育課 ○

基本施策＞事業名等 事業概要 担当課

参考令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業
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基本目標３

　地域や学校等で子どもの成長を見守る体制の強化

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

基本施策＞事業名等 事業概要 担当課

参考令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業

3-2　地域ぐるみの子どもの健全育成の推進
▼基本施策3-2

3-2-1 防犯教室
保育園児・幼稚園児及び小学生を対象に、
犯罪から自らの身を守るための方法を指導
する。

継続

防犯教室実施園
数、小学校数（独
自で実施している
園等を含む）

【すべての保育園・幼稚園、小学校におい
て防犯教育が実施されている状態】
保育園や小学校に対して防犯教室の実施を
周知し、計画的に取り組む。
独自で指導・教育を実施している保育園な
どの取組内容を把握するため、年1回、教育
内容の聞き取り調査を行い、必要に応じて
市から防犯教育の実施を促す。

【すべての保育園・幼稚園、小・中学校に
おいて交通安全教育が実施されている状
態】
市内すべての保育園・幼稚園、小学校にお
いて安全教育（安全教育指導員等の派遣も
しくは園、学校の独自実施）が実施され、
目標を達成した。

○ 継続

防犯教室実施園
数、小学校数（独
自で実施している
園等を含む）

【すべての保育園・幼稚園、小学校において防犯
教育が実施されている状態】
・保育園や小学校に対して防犯教室の実施を周知
し、計画的に実施する。
・独自で指導・教育を実施している保育園などの
取組実態を把握する為、年1回教育内容の聞き取り
調査を行う。

【すべての保育園・幼稚園、小学校において防犯
教育が実施されている状態】
市内すべての保育園・幼稚園、小学校において防
犯教育（安全教育指導員等の派遣もしくは園、学
校の独自実施）が実施され、目標を達成した。

○ 継続

防犯教室実施園
数、小学校数（独
自で実施している
園等を含む）

【すべての保育園・幼稚園、小学校におい
て防犯教育が実施されている状態】
・保育園等や小学校に対して防犯教室の実
施を周知し、計画的に実施する。
・独自で指導・教育を実施している保育園
などの取組実態を把握する為、年1回教育内
容の聞き取り調査を行う。

市民安全課 ○

3-2-2 交通安全教室

保育園児・幼稚園児及び小・中学生を対象
に、歩行時・自転車乗車時における交通
ルールの基礎や交通事故防止のための知識
を指導する。

継続

交通安全教室実施
園数、実施小・中
学校数（独自で実
施している園等を
含む）

【すべての保育園・幼稚園、小・中学校に
おいて交通安全教育が実施されている状
態】
保育園や小・中学校に対して交通安全教室
の実施を周知し、計画的に取り組む。
独自で指導・教育を実施している保育園な
どの取組内容を把握するため、年1回、教育
内容の聞き取り調査を行い、必要に応じて
市から交通安全教育の実施を促す。

【すべての保育園・幼稚園、小・中学校に
おいて交通安全教育が実施されている状
態】
・地域安全支援員、安全教育指導員、交通
安全専門官が保育園等に出向き、年代に応
じた内容で交通安全教室を実施した。
・専門官等への派遣要請のなかった保育園
等に対しては、実施内容について調査し、
交通安全教育が行われていることを確認し
た。
・各季ごとに実施する交通安全運動におい
て、交通ルールの徹底を呼び掛けた。
・地域安全支援員の指導力向上を図るた
め、研修会を実施した。

○ 継続

交通安全教室実施
園数、実施小・中
学校数（独自で実
施している園等を
含む）

【すべての保育園・幼稚園、小・中学校において
交通安全教育が実施されている状態】
・幼稚園、保育園、小学校、中学校、高齢者、町
内会等で実施される交通安全教室への職員の派遣
・各季の交通安全運動における定期的な啓発活動
・交通死亡事故発生時などの緊急的な啓発活動
・地域安全支援員の教室や啓発活動への派遣、研
修会の実施

【すべての保育園・幼稚園、小・中学校において
交通安全教育が実施されている状態】
・地域安全支援員、安全教育指導員、交通安全専
門官が保育園等に出向き、年代に応じた内容で交
通安全教室を実施した。
・職員の派遣要請がなかった保育園等に対して
は、実施内容について聞き取り調査を実施し、交
通安全教育が行われていることを確認した。
・各季ごとに実施する交通安全運動において、交
通ルールの遵守や自転車ヘルメットの着用促進を
呼び掛けた。
・地域安全支援員の指導力向上を図るため、研修
会を実施した。

○ 継続

交通安全教室実施
園数、実施小・中
学校数（独自で実
施している園等を
含む）

【すべての保育園・幼稚園、小・中学校に
おいて交通安全教育が実施されている状
態】
・幼稚園、保育園、認定こども園、小学
校、中学校、高齢者、町内会等で実施され
る交通安全教室への職員の派遣
・各季の交通安全運動における定期的な啓
発活動
・交通死亡事故発生時などの緊急的な啓発
活動
・地域安全支援員の教室や啓発活動への派
遣、研修会の実施

市民安全課 ○

3-2-3
学校運営協議会制度（コ
ミュニティ・スクール）

市立全幼・小・中学校の校（園）長、教職
員、保護者、地域住民、学識経験者などで
構成する学校運営協議会では、学校運営の
基本方針の承認、教育活動に関する意見交
換、学校評価などを行い、地域とともにあ
る学校づくりを進める。

継続

・コミュニティ・
スクールの研修会
を実施する。
・小中一貫教育、
夢・志チャレンジ
スクール事業と合
わせ、地域におけ
る活動や地域を生
かした活動を推進
する。

【年２回以上実施】
コミュニティ・スクールの充実に向けた研
修会や情報交換会を実施する。

【市内全小中学校・園】
小中一貫教育、夢・志チャレンジ・スル
クール事業及びコミュニティ・スクールを
合わせた「地域とともにある学校づくり」
の実践報告書を各校で作成する。

・コミュニティ・スクールに関わる研修会
について、市教育センターでは、「スクー
ル・マネジメント研修」の中で取り扱っ
た。また、年間２回の「スクール・マネジ
メント訪問」の中で、コミュニティ・ス
クールや地域とともにある学校づくりにつ
いて支援・指導した。
・市内小中学校園において、小中一貫教育
を関連させながら、地域の特色を生かし、
「地域とともにある学校づくり」を具現
し、それを「スクールマネジメント実践報
告書」にまとめた。

○ 継続

・コミュニティ・
スクールに関する
研修会を実施す
る。
・小中一貫教育、
夢・志チャレンジ
スクール事業と合
わせ、地域におけ
る活動や地域を生
かした活動を推進
する。

【年２回以上実施】
コミュニティ・スクールの充実に向けた研修会や
情報交換会を実施する。

【市内全小中学校・園】
小中一貫教育、夢・志チャレンジ・スクール事業
及びコミュニティ・スクールを合わせた「地域と
ともにある学校づくり」の実践報告書を各校で作
成する。

・コミュニティ・スクールに関わる研修会につい
て、市教育センターでは、「スクール・マネジメ
ント研修会」「小中一貫教育研修会」の中で取り
扱った。また、年間２回の「スクール・マネジメ
ント訪問」の中で、コミュニティ・スクールや地
域とともにある学校づくりについて支援・指導し
た。
・市内小中学校園において、小中一貫教育を関連
させながら、地域の特色を生かし、「地域ととも
にある学校づくり」を具現し、それを「スクール
マネジメント実践報告書」にまとめた。

○ 継続

・コミュニティ・
スクールや学校づ
くりに関する研修
会を実施する。
・小中一貫教育、
夢・志チャレンジ
スクール事業と合
わせ、地域におけ
る活動や地域を生
かした活動を推進
する。

【年２回以上実施】
コミュニティ・スクールの充実や主体的な
学校づくりに向けた研修会を実施する。

【市内全小中学校・園】
小中一貫教育、夢・志チャレンジ・スル
クール事業及びコミュニティ・スクールを
合わせた「地域とともにある学校づくり」
の実践報告書を各校で作成する。

学校教育課 ○

3-2-4 地域青少年育成会議

地域青少年育成会議活動事業交付金により
各育成会議の活動を支援するとともに、地
域学校協働本部事業による地域と学校との
連携・協働した活動を促進する。

継続

地域青少年育成会
議構成員や地域学
校協働活動推進員
同士の資質向上を
図る研修会等の実
施

【年3回以上実施】
コロナ禍における各地域の活動状況の共有
が、活動のきっかけになると考え、意見交
換会や研修会等の実施回数を年3回以上実施
する。

【年5回】
①コーディネーター委員会
（6/22,9/14,3/10）
②新任コーディネーター研修会（7/8）
③青少年育成会議実践事例発表会及び意見
交換会（1/28）

○ 継続

地域青少年育成会
議構成員や地域学
校協働活動推進員
同士の資質向上を
図る研修会等の実
施

【年3回以上実施】
コロナ後における各地域の活動状況の共有が活動
のきっかけになると考え、意見交換会や研修会等
の実施回数を年3回以上とする。

【年5回】
①コーディネーター委員会（6/13,9/5,3/7）
②新任コーディネーター研修会（7/6）
③青少年育成会議実践事例発表会及び意見交換会
（12/9）

○ 継続

地域青少年育成会
議構成員や地域学
校協働活動推進員
同士の資質向上を
図る研修会等の実
施

【年3回以上実施】
各地域の活動状況の共有が活動のきっかけ
になると考え、意見交換会や研修会等の実
施回数を年3回以上とする。

社会教育課 ○

3-2-5
安全安心まちづくり推進パ
トロール

青色回転灯装備車によるパトロールを子ど
もたちの下校時に合わせて行う。

継続 走行距離数

【30,000km】
・安全教育指導員等が子どもたちの下校時
刻を中心にパトロールを週3回以上実施す
る。

【55,845km】
・青色回転装備車によるパトロール…犯罪
を抑止するため、外出時に青色回転灯を
使った防犯パトロールを行い、目標（走行
距離30,000Km）を達成した。

○ 継続 走行距離数

【59,000km】
・子どもたちを犯罪から守るため、引き続き職員
や安全教育指導員によるパトロールを実施する。
特に防犯週間や全国安全運動期間中の活動を強化
する。
・パトロール実施者、区域の維持・拡大を図るた
め、警察官による青色回転灯装備車講習会を実施
する。

【51,084km】
防犯専門官、安全教育指導員等が子どもたちの下
校時刻にあわせたパトロールを防犯週間や全国交
通安全運動期間中に実施したが、年度途中に走行
車両が１台廃車になるなどし目標を大きく下回っ
た。
・青色回転灯装備車講習会を実施した。

△ 継続 走行距離

【60,000㎞】
・子どもたちを犯罪から守るため、引き続
き職員や安全教育指導員によるパトロール
を実施する。特に防犯週間や全国安全運動
期間中の活動を強化する。
・パトロール実施者、区域の維持・拡大を
図るため、警察官による青色回転灯装備車
講習会を実施する。

市民安全課

3-2-6 安全メール
市内で発生した災害、火災のほか、防犯、
交通安全に関する情報をメールで配信し、
被害の拡大を防止する。

継続 登録者数

【20,000人】
市ＨＰや広報等を活用して、市民に安全
メール及びSNSへの登録を呼び掛ける。
警察との連携を密にし、迅速かつ確実な情
報を提供する。

【27,257人】
・防犯、防災、火災、交通安全、その他の5
分野の情報を登録者に配信した。（269件）
・登録件数目標　20,000件を達成した。

○ 継続 登録者数

【28,000人】
・保育園、小・中学校入学時の保護者へ周知する
ほか、高齢者世帯訪問においてもチラシを配布
し、周知を行う。
・防犯座談会やホームページ、広報などを利用し
て、安全メールへの登録を呼びかける。
・警察との連携を密にし、迅速かつ確実な情報を
提供する。

【32,400人】
広報上越や市ホームページ、高齢者世帯訪問等で
周知したほか、当市への転入者や学校関係者、入
園・入学前の保護者等に対して登録を呼び掛け、
登録件数目標　28,000人を達成した。
警察と連携し、迅速かつ確実な情報を配信した。

○ 継続 登録者数

【33,000人】
・保育園、小・中学校入学時の保護者へ周
知するほか、高齢者世帯訪問においてもチ
ラシを配布し、周知を行う。
・防犯座談会やホームページ、広報などを
利用して、安全メールへの登録を呼びかけ
る。
・警察との連携を密にし、迅速かつ確実な
情報を提供する。

市民安全課

3-2-7 防犯灯整備・維持管理事業
集落間の通学路における防犯灯の整備及び
維持管理を行い、歩行者等の交通安全及び
犯罪の防止を図る。

継続 適正な維持管理

【必要な箇所に設置されている状態】
上越市道路照明灯・防犯灯設置要綱に基づ
き、必要な個所に防犯灯を設置するととも
に、既設防犯灯を適正に維持管理する。

【必要な箇所に設置されている状態】
・集落間通学路等への防犯灯整備及び維持
管理を実施した。
・市、町内会が管理する道路照明灯及び防
犯灯の電気料を負担した。（上越市道路照
明灯・防犯灯設置要綱による）を行った。
・防犯灯LED化補助金交付事業を実施した。

○ 継続 適正な維持管理

【必要な箇所に設置されている状態】
上越市道路照明灯・防犯灯設置要綱に基づき、必
要な個所に防犯灯を設置するとともに、既設防犯
灯を適正に維持管理する。

【必要な箇所に設置されている状態とした】
上越市道路照明灯・防犯灯設置要綱に基づき、防
犯灯の新設・修繕を実施した。
市が管理する防犯灯が不点灯となった際は、速や
かに修繕するなど適正に維持管理した。

○ 継続 適正な維持管理

【必要な箇所に設置されている状態】
上越市道路照明灯・防犯灯設置要綱に基づ
き、必要な個所に防犯灯を設置するととも
に、既設防犯灯を適正に維持管理する。

市民安全課

3-2-8 110ばん協力車制度

地域住民の協力による自主的な防犯活動の
一環として、趣旨に賛同する方の車両に
「110ばん協力車」のステッカー貼付し、日
常的にながらパトロールを行う。

継続 登録台数

【登録台数：5,900台】
市HPや広報等を活用して、市民や事業所に
対して、110ばん協力車への登録を呼び掛け
る。

【5,996台】
・110ばん協力車制度…市民や事業所等に登
録を呼び掛け、目標（登録台数5,900台）を
達成した。

○ 継続 登録台数

【登録台数：6,045台】
・市民や事業所に対して「110ばん協力者」への登
録を呼びかける。
・日中外出する機会の多い事業所に新規登録を呼
びかける。

【登録台数：6,089台】
市民や事業所等に登録を呼び掛け、目標（登録台
数6,045台）を達成した。

○ 継続 登録台数

【登録台数：6,095台】
・市民や事業所に対して「110ばん協力者」
への登録を呼びかける。
・日中外出する機会の多い事業所に新規登
録を呼びかける。

市民安全課

3-2-9 保育園地域活動事業

児童の社会性を養うため、高齢者等との世
代間交流や異年齢児との交流を行う私立保
育園及び認定こども園に補助金を交付す
る。

継続 事業実施園割合

【75％以上】
市内保育園において、新型コロナウイルス
感染症の適切な感染防止対策を行いなが
ら、高齢者等との世代間交流や異年齢児と
の交流事業を実施し、児童の社会性を育成
する。

【75％】
公立保育園では、新型コロナウイルス感染
対策を行いながら、34園中28園が高齢者等
との世代交流や異年齢児との交流事業を実
施した。
私立保育園等では、年間活動計画の中で実
施可能な18園が地域活動事業を実施した。

○ 継続 事業実施園割合

【75％以上】
市内保育園において、高齢者等との世代間交流や
異年齢児との交流事業を実施し、児童の社会性を
育成する。

【78％】
公立保育園において、34園中33園が高齢者等との
世代交流や異年齢児との交流事業を実施した。
私立保育園等では、31園中、年間活動計画の中で
実施可能な18園が地域活動事業を実施した。

○ 継続 事業実施園割合

【75％以上】
市内保育園において、高齢者等との世代間
交流や異年齢児との交流事業を実施し、児
童の社会性を育成する。

幼児保育課
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基本目標４

　社会全体で子どもと子育て家庭を支える体制の強化

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

4-1　子どもの権利侵害の予防と早期救済
▼基本施策4-1

4-1-1
上越市要保護児童対策地域
協議会

要保護児童、要支援児童、特定妊婦へ適切
な支援を行うため、関係機関の連携による
児童虐待防止ネットワークを構築し、支援
対象児童等に関する情報共有や支援内容の
協議を行い、適切な保護や支援を図る。

継続 会議実施回数

子どもの虐待防止を図るため、関係機関と
連携し、時機を逸することなく状況に応じ
た支援を行うため、定期的に関係機関と会
議を開催する。

・代表者会議　1回実施
・実務者会議　16回実施
・個別ケース検討会議　随時

子どもの虐待防止を図るため、時期を逸す
ることなく状況に応じた支援を行うため、
定期的に関係機関と会議を開催した。

・代表者会議　1回実施
・実務者会議　16回実施
・個別ケース検討会議　272回実施

○ 継続 会議実施回数

子どもの虐待防止を図るため、関係機関と
連携し、時期を逸することなく状況に応じ
た支援を行うため、定期的に関係機関と会
議を開催する。

・代表者会議　1回実施
・実務者会議　16回実施
・個別ケース検討会議　随時

子どもの虐待防止を図るため、時期を逸す
ることなく状況に応じた支援を行うため、
定期的に関係機関と会議を開催した。

・代表者会議　1回実施
・実務者会議　16回実施
・個別ケース検討会議　235回実施

○ 継続 会議実施回数

子どもの虐待防止を図るため、関係機関と
連携し、時期を逸することなく状況に応じ
た支援を行うため、定期的に関係機関と会
議を開催する。

・代表者会議　1回実施
・実務者会議　16回実施
・個別ケース検討会議　随時

こども家庭
センター

○ ○

4-1-2 子どもの虐待予防推進事業

町内会、園・学校等の保護者、民生委員等
を対象に、児童虐待の発生予防及び早期発
見を目的とした「子どもの虐待予防出前講
座」等を行うなど、市民に対する普及啓発
を図る。
年々増加する児童虐待事案に対応するた
め、地元の大学と連携し、子ども向け虐待
防止リーフレットを作成するなど、虐待の
発生予防や早期発見に向けた取組を強化す
るとともに、家庭相談員を増員し、相談支
援体制の強化を図る。

継続
出前講座実施回
数・参加人数

【前年度より向上】
町内会、保育園・学校等の保護者、民生委
員・児童委員等を対象に子どもの虐待出前
講座を開催する。

・R3年度実施回数　計21回　参加人数549人

子どもの虐待出前講座の実施回数及び参加
者数が前年度を上回った。

・R4年度実施回数　計48回　参加人数1,132
人

○ 継続 研修会回数

教職員や保育園職員等を対象にリーフレッ
トを配布するとともに、市内のすべての保
育園・小中学校等を巡回し、研修会を実施
する。

【年168回】
市内のすべての保育園・小中学校等を巡回
し、「上越市子どもの虐待防止ハンドブッ
ク〈ダイジェスト版〉を活用した研修を実
施した。

・園　　78回
・学校　90回

○ 継続 研修会回数
教職員や認定こども園職員、放課後児童ク
ラブ職員等を対象に早期に相談につなげる
ための研修会を実施する。

こども家庭
センター

○

4-1-3 いじめ問題対策協議会

関係機関が連携して、いじめの防止啓発と
早期発見・早期解決のため、子ども、保護
者、地域などへ効果的な手立てを講ずるた
めの協議会を運営する。

継続 会議実施回数

【2回】
いじめの早期発見、即時対応など、解消に
向けた取組が確実に行われるよう関係機関
で情報交換をする機会を設ける。

【2回】
各機関の取組の成果と課題を共有するとと
もに、上越市のいじめの実態とその背景を
確認し、継続的にいじめ問題に対処するよ
う協議を行った。また、上越市いじめ防止
基本方針の海底に向けて改訂点の協議を
行った。

○ 継続 会議実施回数

【2回】
いじめの早期発見、即時対応など、解消に
向けた取組が確実に行われるよう関係機関
で情報交換をする機会を設ける。

【2回】
各機関の取組の成果と課題を共有するとと
もに、上越市のいじめの実態とその背景を
確認し、継続的にいじめ問題に対処するよ
う協議を行った。また、上越市いじめ防止
基本方針改定について協議を行った。

○ 継続 会議実施回数

【2回】
いじめの早期発見、即時対応など、解消に
向けた取組が確実に行われるよう関係機関
で情報交換をする機会を設ける。

学校教育課 ○

4-1-4
学校問題解決支援プロジェ
クトチーム（ＪＡＳＴ）

いじめや不登校、虐待などの問題に対し迅
速・的確に対応し、早期解決を図るための
チームを組織して機動的な教育相談体制を
整え、学校支援を行う。

継続

生徒指導上の諸
問題を学校や関
係機関と連携
し、解消が図ら
れた割合

【前年度より向上】
問題への早期介入に留意し、問題解消率の
前年度より向上を目指す。

【解消率33％】
対応件数111件で前年比13件減少。また解消
率は9%低下。臨床心理士をスタッフに加
え、関係機関と連携して困難なケースに介
入してきたが、子ども自身の問題だけでな
く、保護者や家庭の問題が複雑に影響して
いるケースが多く、学校側で継続した支援
を望むケースが多かった。「解消」として
カウントできなくなっている。

△ 継続

関係機関と連携
した、生徒指導
上の困難な問題
に対する、学校
の対応への適切
な支援の実施

【学校からの支援要請に対する対応100%】
　学校からの支援要請に対して、早期に適
切なチームで介入し、共に問題の解決にあ
たる。

【対応率100％】
対応件数128件で前年比17件増加。学校から
の要請に100%対応してきた。生徒指導担当
指導主事、臨床心理士、スクールソーシャ
ルワーカーを中心に、関係機関と連携して
困難なケースに介入してきた。子ども自身
の問題だけでなく、保護者や家庭の問題が
複雑に影響しているケースが多く、学校側
で継続した支援を望むケースがさらに増え
た。「解消」としてカウントできなくなっ
ている。解消率は18%低下した。

○ 継続

関係機関と連携
した、生徒指導
上の困難な問題
に対する、学校
の対応への適切
な支援の実施

【学校からの支援要請に対する対応100%】
　学校からの支援要請に対して、早期に適
切なチームで介入し、共に問題の解決にあ
たる。

教育セン
ター

○ ○

4-2　相談支援体制の充実

4-2-1 すこやかなくらし相談窓口

子どもから障害のある人、高齢者まで全て
の人を対象とした「すこやかなくらし相談
窓口」を子どもの育ちに関する包括的なワ
ンストップの相談窓口として、各種制度の
狭間にいる人や複合的な課題を抱える世帯
に対する継続的かつ包括的な相談支援を行
う。

継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

子どもの育ちに関する相談について、関係
機関及び関係課等と連携・情報共有を図り
ながら、必要な支援を行う。

子どもの育ちに関する相談等について、庁
内関係課及び関係機関と連携しながら、子
どもの発達段階に応じた切れ目のない支援
に取り組むとともに、各種制度の狭間にい
る人や複合的な課題を抱える世帯への相談
に対応し、必要な支援を実施した。

○ 継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

子どもの育ちに関する相談について、関係
機関及び関係課等と連携・情報共有を図り
ながら、必要な支援を行う。

子どもの育ちに関する相談等について、庁
内関係課及び関係機関と連携しながら、子
どもの発達段階に応じた切れ目のない支援
に取り組むとともに、各種制度の狭間にい
る人や複合的な課題を抱える世帯への相談
に対応し、必要な支援を実施した。

○ 継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

子どもの育ちに関する相談について、関係
機関及び関係課等と連携・情報共有を図り
ながら、必要な支援を行う。

※令和6年度からこども家庭センターにおい
て、子どもの育ちに関する相談を関係機関
及び関係課等と連携・情報共有を図りなが
ら支援を行う。

こども家庭
センター

○ ○

4-2-2 思春期電話相談
上越助産師会の助産師が電話相談や来所相
談により、思春期における知識の普及や不
安の軽減を図る。

継続
相談内容に応じ
た保健指導の実
施

電話相談等を通して、性に関することなど
思春期における悩みを傾聴し、知識の普及
や不安の軽減を図る。

電話相談等を通して、性に関することなど
思春期における悩みを傾聴するとともに、
具体的な対応方法を助言するなど支援を
行った。

○ 継続
相談内容に応じ
た保健指導の実
施

電話相談等を通して、性に関することなど
思春期における悩みを傾聴し、知識の普及
や不安の軽減を図る。

電話相談等を通して、性に関することなど
思春期における悩みを傾聴するとともに、
具体的な対応方法を助言するなど支援を
行った。

○ 継続
相談内容に応じ
た保健指導の実
施

電話相談等を通して、性に関することなど
思春期における悩みを傾聴し、知識の普及
や不安の軽減を図る。

こども家庭
センター

○

4-2-3 外国人相談
外国人が抱える子育て、教育などを含む
様々な問題に対し、関係機関と連携し、課
題の解決に向けた支援を行う。

継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

上越市国際交流センターに相談窓口を開設
し、相談者が抱える様々な問題に対し、関
係機関及び関係課等と連携・情報共有を図
りながら、必要な支援を行う。

これまでに導入していた自動翻訳機、オン
ラインによる相談体制整備のほか、令和4年
度から三者間通訳システムを開設し、さら
に相談機能を強化したことにより、相談者
が安心して相談ができる体制を構築するこ
とができた。

【相談実績】
・延相談件数　300件

○ 継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

上越市国際交流センターに相談窓口を設置
し、相談者が抱える様々な問題に対し、関
係機関及び関係課等と連携・情報共有を図
りながら、必要な支援を行う。

上越市国際交流センターに相談窓口を設置
し、相談内容に応じて関連機関及び関係課
等と連携・情報共有を行いながら相談者の
問題解決に向けた支援を行った。
　
【相談件数】
・延相談件数　277件

○ 拡充
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

上越市国際交流センターに相談窓口を開設
し、相談者が抱える様々な問題に対し、関
係機関及び関係課等と連携・情報共有を図
りながら、必要な支援を行う。
また、新たに土曜日（午前10時～午後1時）
に相談窓口を開設し、これまで平日に窓口
へ来ることが難しかった外国人に対応でき
る体制を整える。

多文化共生
課

○

4-2-4 女性相談
配偶者からの暴力や、家庭・職場・人間関
係の悩みなど様々な問題に対し女性相談員
が相談を行う。

継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

様々な不安や悩みを抱える相談者に対し、
適切な指導・助言を行うとともに、必要に
応じて関係機関及び庁内関係課等とも連携
を図り、相談者の意向に沿った支援を行
う。

相談者に対し適切な指導・助言を行うとと
もに、必要に応じて関係機関等との連携を
図ることにより、相談者の意向に沿った支
援を行った。

相談実人数：212人
相談延べ件数：3,785件

○ 継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

様々な不安や悩みを抱える相談者に対し、
適切な指導・助言を行うとともに、必要に
応じて関係機関及び庁内関係課等とも連携
を図り、相談者の意向に沿った支援を行
う。

相談者に対し適切な指導・助言を行うとと
もに、必要に応じて関係機関等との連携を
図ることにより、相談者の意向に沿った支
援を行った。

相談実人数：171人
相談延べ件数：1,849件

○ 継続
相談内容に応じ
た適切な支援の
実施

女性相談員3人のうち1人を統括女性相談員
とする体制を整え、様々な不安や悩みを抱
える相談者に対し、適切な指導・助言を行
うとともに、必要に応じて関係機関及び庁
内関係課等とも連携を図り、相談者の意向
に沿った支援を行う。また、「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間（11月12日～25
日）に高田城三重櫓をライトアップし、女
性に対する暴力根絶と相談窓口の周知・啓
発を図る。

男女共同参
画推進セン
ター

○

4-2-5 子どもほっとライン

24時間・年中無休の相談電話「子どもほっ
とライン」での電話相談を通して、児童・
生徒や保護者等のいじめや不登校などの悩
みに援助・助言し、問題の解消や改善を図
る。

継続
相談電話の受理
件数と対処状況

【対応への苦情0件】
24時間体制、年中無休の受理体制をとる。
電話相談を通して、児童生徒や保護者等の
悩みを傾聴し、共に解決策を考え、問題の
解消や改善を図る。

【対応への苦情0件】
時間外の対応を「みんなで生きる相談セン
ター」に委託し、24時間体制の電話相談を
継続した。受理件数が前年度より10件増加
した。相談員の対応力の向上により、相談
以外の性的ないたずら電話や長時間電話等
が減少した。本来相談したい人がいつでも
相談できる状況を維持できるよう努力した
い。

　・受理件数137件
　・苦情件数　0件

○ 継続
相談電話の受理
件数と対処状況

【対応への苦情0件】
24時間体制、年中無休の受理体制をとる。
電話相談を通して、児童生徒や保護者等の
悩みを傾聴し、共に解決策を考え、問題の
解消や改善を図る。

【対応への苦情0件】
時間外の対応を「みんなで生きる相談セン
ター」に委託し、24時間体制の電話相談を
継続した。受理件数が前年度より30件増加
した。特に、休日や時間外の受理件数が増
加している。相談員の対応力の向上によ
り、相談以外の性的ないたずら電話や長時
間電話等がさらに減少した。本来相談した
い人がいつでも相談できる状況を維持でき
るよう引き続き努力したい。

　・受理件数167件
　・苦情件数　0件

○ 継続
相談電話の受理
件数と対処状況

【対応への苦情0件】
24時間体制、年中無休の受理体制をとる。
電話相談を通して、児童生徒や保護者等の
悩みを傾聴し、共に解決策を考え、問題の
解消や改善を図る。

教育セン
ター

○ ○

4-2-6 若者ほっとライン
義務教育終了後、修学や就労、ひきこもり
など困難を抱える若者及びその保護者の相
談や支援を行う。

継続
相談対応延べ件
数

【300件以上】
若者の居場所（Fit）を中核にした相談・支
援活動の充実を図る。
若者の居場所（Fit）の周知に努め、関係機
関と連携した若者育成支援事業を展開し、
相談や利用者数の増加を目指す。

【364件】
若者の居場所（Fit）の周知に努めたことか
ら、Fiｔでの対応を中心に相談件数が増え
た。

○ 拡充
相談対応延べ件
数

【330件以上】
若者の居場所（Fit）を中核にした相談・支
援活動の充実を図る。
若者の居場所（Fit）の周知に努め、関係機
関と連携した若者育成支援事業を展開し、
相談や利用者数の増加を目指す。

【400件】
若者の居場所（Fit）の周知に努めたことか
ら、Fiｔでの対応を中心に相談件数が増え
た。

○ 継続
相談対応延べ件
数

【360件以上】
若者の居場所（Fit）を中核にした相談・支
援活動の充実を図る。
若者の居場所（Fit）の周知に努め、関係機
関と連携した若者育成支援事業を展開し、
相談や利用者数の増加を目指す。

青少年健全
育成セン
ター

○ ○

基本施策＞事業名等 事業概要 担当課

参考令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業
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基本目標４

　社会全体で子どもと子育て家庭を支える体制の強化

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

実施状況及び成果【数量・状態】
(Do)

達成度
(Check)

方向性
(Action)

指標項目
0

計画内容【数量・目指す状態】
0

計画書
登載事
業

地域子
ども子
育て支
援事業

子ども
の貧困
対策

基本施策＞事業名等 事業概要 担当課

参考令和４年度事業 令和６年度事業令和５年度事業

4-3　男女共同参画、ワークライフバランスの推進

4-3-1
男女共同参画社会の実現に
向けた広報・啓発

情報紙の発行や各種講座の開催を継続的に
実施することにより、男女共同参画社会に
対する意識の底上げを図る。

継続
情報紙の発行、
及び講座の開催

情報紙の発行や講座の開催を通じて、男女
共同参画推進センターや男女共同参画につ
いて知り、考えてもらう機会を提供する。

情報紙発行：4回
講座開催：センター講座等…10講座
　　　　　出前講座…18講座

情報紙の発行や講座の開催を通じて、男女
共同参画推進センターや男女共同参画につ
いての周知、啓発の機会を提供した。
但し、出前講座についてはコロナの影響に
より開催数が大幅に減少した。

情報紙発行：4回
講座開催：センター講座等…12講座
　　　　　出前講座…5講座

【コロナ】

△
継続

情報紙の発行、
及び講座の開催

情報紙の発行や講座の開催を通じて、男女
共同参画推進センターや男女共同参画につ
いて知り、考えてもらう機会を提供する。

情報紙発行：4回
講座開催：センター講座等…11講座
　　　　　出前講座…18講座

情報紙の発行や講座の開催を通じて、男女
共同参画推進センターや男女共同参画につ
いての周知、啓発の機会を提供した。

情報紙発行：4回
講座開催：センター講座等…11講座
　　　　　出前講座…9講座

△ 継続
情報紙の発行、
及び講座の開催

情報紙の発行や講座の開催を通じて、男女
共同参画推進センターや男女共同参画につ
いて知り、考えてもらう機会を提供する。

情報紙発行：4回
講座開催：センター講座等…11講座
　　　　　出前講座…12講座

男女共同参
画推進セン
ター

○

4-3-2
ワーク・ライフ・バランス
に関する意識啓発

ワーク・ライフ・バランスをテーマに取り
入れた講座を開催することにより、その意
義や効果について認知と理解を深めてもら
う機会を提供する。

継続

ワーク･ライフ･
バランスをテー
マとした講座の
開催

ワーク・ライフ・バランスをテーマとした
講座の開催を通じて、その意義や効果につ
いて認知と理解を深めてもらう機会を提供
する。

講座開催：2講座

ワーク・ライフ・バランスをテーマとした
講座を開催し、その意義や効果について認
知と理解を深めてもらう機会を提供した。

講座開催：県女性財団共催講座等：3講座
　　　　　出前講座：1講座

○ 継続

ワーク･ライフ･
バランスをテー
マとした講座の
開催

ワーク・ライフ・バランスをテーマとした
講座の開催を通じて、その意義や効果につ
いて認知と理解を深めてもらう機会を提供
する。

講座開催：3講座

ワーク・ライフ・バランスをテーマとした
講座を開催し、その意義や効果について認
知と理解を深めてもらう機会を提供した。

講座開催：県女性財団共催講座等：4講座
　　　　　出前講座：1講座

○ 継続

ワーク･ライフ･
バランスをテー
マとした講座の
開催

ワーク・ライフ・バランスをテーマとした
講座の開催を通じて、その意義や効果につ
いて認知と理解を深めてもらう機会を提供
する。

講座開催：2講座

男女共同参
画推進セン
ター

○

4-3-3
職業生活と家庭生活の両立
のための広報・啓発

国・県等と連携し、市民や企業を対象に
ワーク・ライフ・バランスの推進にかかる
各種制度の普及啓発及びイベント等の周知
を行う。

継続

ハッピー・パー
トナー企業登録
(県)又はえるぼ
し認定(国)の新
規事業者

【5件以上】
事業者等に対して、ワーク・ライフ・バラ
ンスの意識啓発のためのセミナーの開催
や、企業への普及啓発を行う。

【3件】
例年同様にワーク・ライフ・バランスに関
連するセミナーを２回開催して意識啓発を
図ったほか、上越市中小企業者等イノベー
ション推進補助金における、ハッピーパー
トナー登録企業が行う事業の補助率の優遇
や、広報じょうえつ11月号での巻頭特集記
事の掲載など、取組の強化を図ったもの
の、ハッピー・パートナー新規登録企業数
は3社にとどまった。
ハッピーパートナー企業新規登録：3社
えるぼし認定：0社

△ 継続

ハッピー・パー
トナー企業登録
(県)又はえるぼ
し認定(国)の新
規事業者

【5件以上】
ハッピーパートナー企業登録やえるぼし認
定等の各種認定制度のほか、ワーク・ライ
フ・バランスに関する助成制度について、
市ホームページへの掲載や、求人申込説明
会等企業が集まる場でのチラシ配布などに
より、さらなる周知を図る。
また、令和4年度に引き続き、上越市中小企
業者等イノベーション推進補助金におい
て、ハッピー・パートナー登録企業が行う
事業の補助率を優遇し、登録の推進を図
る。

【11件】
ワーク・ライフ・バランス推進企業利子補
給補助金の活用はなかったものの、中小企
業者等イノベーション補助金において、補
助率を優遇するハッピーパートナー登録企
業による申請が2件あった。
また、国や県の各種認定制度や支援制度に
ついて、市ホームページや広報上越12月号
に掲載したほか、求人申込説明会など企業
が集まる場で周知チラシを配布するなど、
さらなる周知を図ったことにより、新規登
録事業者が増加した。
ハッピーパートナー企業新規登録：10社
えるぼし新規認定：1社

○ 拡充

下記の認定・登
録制度の新規取
得事業者
・ハッピー・
パートナー(県)
・えるぼし(国)
・くるみん(国)

【5件以上】
ハッピーパートナー企業登録やえるぼし認
定等の各種認定制度のほか、ワーク・ライ
フ・バランスに関する助成制度について、
市ホームページへの掲載や、求人申込説明
会等企業が集まる場でのチラシ配布などに
より、さらなる周知を図る。
また、ワーク・ライフ・バランス推進企業
認定費補助金を新たに設け、各種認定制度
の取得に係る費用を補助することにより、
認定・登録の推進を図る。

産業政策課 ○

4-3-4 女性の再就職支援セミナー

女性が再就職しやすい環境づくりに向け、
関係機関との情報共有や協議、調整を行う
とともに、関係機関と連携し、女性の再就
職支援セミナーを開催する。

継続
女性の再就職支
援セミナーの開
催

【1回】
ハローワーク上越と連携して、女性の再就
職支援セミナーを開催し、再就職を希望す
る女性の就労を支援する。

【中止】
10月の開催に向け準備していたものの、新
型コロナウイルス感染症の感染状況を踏ま
え、乳幼児のワクチン接種率が低く、感染
拡大のおそれがあること、会場開催からオ
ンライン開催に変更しても、乳幼児を抱え
ながらの参加は困難であることから、中止
とした。

【コロナ】

△
継続

女性の再就職支
援セミナーの開
催

【1回】
ハローワーク上越と連携して、女性の再就
職支援セミナーを開催し、再就職を希望す
る女性の就労を支援する。

【1回】
ハローワーク上越と連携して、女性の再就
職支援セミナーを開催し、再就職を希望す
る女性の就労を支援した。
R5.11.17開催　参加者9人

○ 継続
女性の再就職支
援セミナーの開
催

【1回】
ハローワーク上越と連携して、女性の再就
職支援セミナーを開催し、再就職を希望す
る女性の就労を支援する。

産業政策課 ○

4-3-5
企業における再雇用制度導
入の普及啓発

育児・介護休業法で定める事業主が努める
べき再雇用特別措置について、広報やホー
ムページを活用して周知・啓発を行う。

継続 市民への認知度

【広く認知されている状態】
育児・介護休業法で定める事業主が努める
べき措置について、市ホームページを活用
して周知・啓発を行う。

制度に関する情報を市ホームページに掲載
したほか、育児・介護休業法の改正をテー
マとしたセミナーを実施した。また、広報
じょうえつ11月号にて、ワーク・ライフ・
バランスに関する巻頭特集記事を掲載し、
広く周知することができた。

○ 継続 市民への認知度

【広く認知されている状態】
育児・介護休業法で定める事業主が努める
べき措置について、市ホームページを活用
して周知・啓発を行う。

制度に関する情報を市ホームページに掲載
したほか、ワーク・ライフ・バランスの推
進に向けて、啓発チラシの作成・配布、広
報上越12月号にて、国や県の各種認定制度
や支援制度について掲載するなど、広く周
知することができた。

○ 継続 市民への認知度

【広く認知されている状態】
育児・介護休業法で定める事業主が努める
べき措置について、市ホームページを活用
して周知・啓発を行う。

産業政策課 ○
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　１．「子ども・子育て支援給付に係る教育・保育（以下「教育・保育」という）」及び「地域子ども・子育て支援事業」を提供する区域の設定に関すること

　２．各年度における「教育・保育」の量の見込み（需要）と提供体制の確保の内容等（供給）に関すること

　３．各年度における「地域子ども・子育て支援事業」の量の見込みと提供体制の確保の内容等に関すること

　４．「教育・保育」の一体的提供及び推進体制の確保の内容等に関すること

１区域（市全域） 幼児保育課／教育総務課

14区域（旧市町村） 幼児保育課

利用者支援事業 利用者支援事業 １区域（市全域） こども家庭センター

妊婦健診事業 妊婦一般健康診査 １区域（市全域） こども家庭センター

乳幼児家庭全戸訪問事業 妊産婦新生児訪問指導事業、こんにちは赤ちゃん事業 １区域（市全域） こども家庭センター

養育支援訪問事業等 産前・産後ヘルパー派遣事業 １区域（市全域） こども家庭センター

子育て援助活動支援事業 ファミリーサポートセンター運営事業 １区域（市全域） こども家庭センター

一時預かり事業 一時預かり事業 １区域（市全域） 幼児保育課／こども家庭センター／教育総務課

病児保育事業 病児・病後児保育事業 １区域（市全域） 幼児保育課

地域子育て支援拠点事業 こどもセンター、子育てひろば １区域（市全域） こども家庭センター

時間外保育事業 延長保育事業 14区域（旧市町村） 幼児保育課

放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブ 小学校区域 学校教育課

実費徴収に係る補足給付を行う事業 実費徴収に係る補足給付を行う事業 １区域（市全域） 教育総務課

 
  子ども・子育て支援法第3条第1項第3号には、市町村等の責務として「子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な
教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること」と規定されています。
　これを受けて、市町村は子ども・子育て支援事業計画を作成し、次の１～４を記載することが義務付けられています。当市の計画では「第５章　量の見込みと確保方策」において、令和２年度から６年
度までの量の見込み（需要）と確保の内容（供給）を記載しており、各年度の実施状況に照らして進捗の点検・評価を行うとともに、必要に応じて計画を見直します。

区　分

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

事業名
市事業名

　保育【保育園・認定こども園・企業主導型保育事業の地域枠】

　教育【幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）】

必須記載事業

事業の概要

担当課

担当課提供区域

提供区域

５ 量の見込みと確保方策
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担当課 担当課

　　【上越市全体】

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,079 1,024 915 822 822 5,039 4,926 4,803 4,581 4,536

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ２号認定 （３～５歳） 3,156 3,072 2,960 2,856 2,816

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ３号認定 （０・１歳） 985 993 998 911 916

1,429 1,429 1,429 1,117 1,117 （２歳） 898 861 845 814 804

1,081 1,081 1,081 1,045 1,045 6,022 6,022 6,022 5,643 5,643

- - - - - ２号認定 （３～５歳） 3,746 3,745 3,749 3,423 3,423

348 348 348 72 72 ３号認定 （０・１歳） 1,224 1,221 1,220 1,212 1,212

（２歳） 1,052 1,056 1,053 1,008 1,008

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 　　【上越市全体】

1,001 942 860 823 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,332 1,327 1,155 1,117 4,982 4,870 4,694 4,598

990 985 1,083 1,045 ２号認定 （３～５歳） 3,132 3,096 2,959 2,868

0 0 0 0 ３号認定 （０・１歳） 939 926 907 915

342 342 72 72 （２歳） 911 848 828 815

5,991 5,998 5,775 5,589

２号認定 （３～５歳） 3,757 3,718 3,567 3,413

３号認定 （０・１歳） 1,147 1,191 1,179 1,184

（２歳） 1,087 1,089 1,029 992

　別表１のとおり

④確保した内容

特定教育・保育施設

企業主導型保育施設の地域枠

確認を受けない幼稚園

③実際の量

＊新制度に移行しない幼稚園の園児は、支給認定を受けていないので１号認定・２号認定
　の分類はできません。

実　績

６ 今後の方向性 　保護者や地域のニーズの変化に対応し、幼児教育の質の向上を図る。 ６ 今後の方向性

実　績

③実際の量

④確保した内容

確認を受けない幼稚園

企業主導型保育施設の地域枠

区域別管理

　今後も保育が必要な子どもの保育需要に対応できるよう、提供体制の確保に努めていく。

５ 取組内容
　幼児期の学校教育を希望する場合、保護者の就労の有無を問わず、幼稚園又は認定こども
園（幼稚園部分）で幼児を受け入れた。

５ 取組内容
　2号認定児及び3号認定児について、保育園、認定こども園及び企業主導型保育施設の地域
枠で保育を行い、保育需要に応じた提供体制が確保できた。

②確保の内容

１ 区分・事業名

４ 計画と実績

　①教育【１号認定及び２号認定のうち３歳以上児】

　幼児期の学校教育を希望する場合、保護者の就労の有無を問わず、幼稚園もしくは認定こ
ども園（幼稚園部分）で幼児の受け入れます。

３ 事業概要 ３ 事業概要

４ 計画と実績

特定教育・保育施設

１号認定

計　画

①量の見込み

　１４区域（旧市町村）２ 提供区域

２号認定

計　画

①量の見込み

②確保の内容

２ 提供区域 　１区域（市全域）

幼児保育課

１ 区分・事業名 　②保育【２号認定、３号認定】

　保護者が働いている場合や病気にかかっているなど児童を保育することができない場合に
限り、保護者に代わって日中、児童を保育します。

幼児保育課／教育総務課

認定区分 対象となる子ども 利用施設

１号認定
満３歳以上で、教育を希望
（保育の必要なし）

幼稚園、認定こども園

２号認定 満３歳以上で、保育の必要がある 保育園、認定こども園、企業主導型保育事業の地域枠

認定区分 対象となる子ども 利用施設

２号認定 満３歳以上で、保育の必要がある 保育園、認定こども園、企業主導型保育事業の地域枠

３号認定 満３歳未満で、保育の必要がある 保育園、認定こども園、企業主導型保育事業の地域枠
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担当課 担当課

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

15 15 15 16 16 16,478 16,128 15,764 14,042 14,182

1 1 1 1 1 1,177 1,152 1,126 1,003 1,013

14 14 14 15 15 14 14 14 14 14

15 15 15 16 16

1 1 1 1 1

14 14 14 15 15

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

16 16 16 16

16 16 16 16 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1 1 1 1 13,902 13,387 11,517 11,140

15 15 15 15 1,156 1,028 974 1,094

14 14 14 14

５ 取組内容

６ 今後の方向性

受診票交付数（実人数）

④確保した内容 県内委託医療機関及び助産所（市内は6医療機関）において実施

②確保の内容（実施箇所数） ②確保の内容

基本型・特定型 実施場所

こども家庭センター

　１区域（市全域）

こども家庭センター

 （１）利用者支援事業

２ 提供区域

計　画 計　画

①量の見込み（実施箇所数） ①量の見込み（延べ受診回数）

基本型・特定型 受診票交付数（実人数）

３ 事業概要

　子どもや保護者、または妊娠している方の身近な場所で必要な支援が受けられるよう、教
育・保育施設や保健事業など、子育て支援に関するサービス等の情報提供や利用に向けた相
談・支援をします。
　【基本型】オーレンプラザこどもセンター
　【母子保健型】こども家庭センター、13区総合事務所
　　　　　　　　※母子保健型は子ども・子育て支援交付金を充当しないで実施する事業

３ 事業概要
　妊婦の健康状態、胎児の発育状況等を定期的に確認するとともに、健康の維持・増進を促す
ために、妊婦一般健康診査費用14回分の公費負担と保健指導を行い、安心して妊娠・出産を迎
えられるよう支援します。

４ 計画と実績 ４ 計画と実績

６ 今後の方向性

　引き続き、妊婦一般健康診査14回分の公費負担を行い、安心して妊娠・出産を迎えられるよ
う支援する。
　産婦健康診査1回分の公費負担を行うとともに、産後うつのリスクのある産婦等に対し、継
続した支援を行う。

実施体制

県が示す基準に準じる。

県が示す基準に準じる。

県内委託医療機関等へ市が発行する受診票を持参し受診する。

５ 取組内容

　妊婦一般健康診査14回分を公費負担を行うことで、妊婦の健康状況や胎児の発育状況等を確
認し、安心して妊娠・出産を迎えられるよう支援した。
　妊婦一般健康診査の結果に応じて、すくすく赤ちゃんセミナーや訪問等で、食事のとり方等
の保健指導を行った。
（妊婦一般健康診査については最大で14回分を公費負担しており、出産時の週数により、個々
に回数は異なる）

母子保健型

③実際の量（実施箇所数）

③実際の量（延べ受診回数）

④確保した内容（実施箇所数）

基本型・特定型

一人当たり健診回数

母子保健型

　引き続き、現在の取組を継続し、ニーズにあったきめ細やかな子育て支援ができるよう、実
施体制の充実を図る。

検査項目

実施時期

一人当たり健診回数

１ 区分・事業名  （２）妊婦健診事業（妊婦一般健康診査事業）

県内委託医療機関及び助産所（市内は6医療機関）

　子育て情報ハンドブックの作成・配布のほか、利用者の相談に対して、必要な助言や連絡調
整等を行い、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援した。
　妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援するため、身近な場所で保健師などの専門職員が子育
て支援の情報提供や相談支援を行うとともに、相談内容によっては必要な機関と連携し、継続
した支援を行った。

２ 提供区域

実　績

実　績

母子保健型

１ 区分・事業名

　１区域（市全域）
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担当課 担当課

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,203 1,177 1,152 980 968 614 614 614 614 614

1,345 1,345 1,345 1,345 1,345

ホームヘルパーの派遣は産後16週以内で60時間を限度とする。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,085 1,037 977 927 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

657 706 627 779

946 1,051 1,018 1,197

５ 取組内容 ５ 取組内容

６ 今後の方向性 ６ 今後の方向性

④確保した内容
・育児・家事支援　　　　　委託事業所（市内3事業所）

　引き続き、養育に関する不安や悩みをもつ家庭に対し、保健師や栄養士等が訪問して相談支
援を行うとともに、家事や育児の支援が必要な家庭に対し、ホームヘルパーの派遣を行う。

　引き続き、助産師または保健師による家庭訪問により、子育てに関する様々な不安や悩みを
聞き取り、関わり方等について具体的な助言や保健指導を行う。
　産後うつ病質問票に加え、赤ちゃんへの気持ち質問票を取り入れ、母親の精神面と虐待リス
クのアセスメントを行い、産後ケア事業など適切な支援につなげていく。

こども家庭センター こども家庭センター

 （３）乳児家庭全戸訪問事業 １ 区分・事業名  （４）養育支援訪問事業（産前・産後ヘルパー派遣事業）

（多胎児の場合は、産後1年以内で70時間を限度とする。）

対象者自宅

４ 計画と実績

　１区域（市全域） 　１区域（市全域）

計　画

①量の見込み（実人数） ①量の見込み（実人数）

　　　　 （延べ人数）②確保の内容

自宅又は出産後退院先

１ 区分・事業名

２ 提供区域 ２ 提供区域

③実際の量（実人数）

　生後4か月までの乳児のいるご家庭に対し、助産師または保健師による家庭訪問を実施し、
乳児の発育発達の確認や母親への授乳指導等の支援を行った。
　産後うつ病質問票を活用し、産後うつ病のリスクの高い母親に対し、訪問や面談による支援
や精神科への受診勧奨を行った。

　子どもの発育発達に関する相談や子育てに関する不安や悩みに対し、保健師や栄養士等が家
庭訪問を行い、相談支援を行った。
　母親の体調不良や育児支援を受けられない家庭に対し、ホームヘルパーを派遣し、家事や育
児の支援を行い、子育ての負担軽減を図った。

実　績

③実際の量（実人数）④確保した内容 助産師及び保健師による訪問

       （延べ人数）

・養育に関する保健指導　　市保健師等

・生後2か月までの家庭訪問は依頼助産師15人（上越助産師会）が
実施する。訪問先が県内の場合、滞在先の市町村を通じて訪問を
実施する。
・生後2か月～4か月までの家庭訪問は依頼保健師2人が実施する。

実施体制 実施体制

実施時期

実　績

・育児・家事支援　　　　　委託事業所（市内4事業所）

３ 事業概要
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する様々な不安や悩みを
聞き、子育て支援に関する情報を提供するとともに、親子の心身の状況や養育環境等を把握
し、助言及び指導を行います。

３ 事業概要
　養育支援が必要な家庭を訪問して、保健師や助産師による養育に関する相談、助言及び指導
を行うとともに、ホームヘルパーによる育児・家事支援等を行います。

・養育に関する保健指導　　市保健師等

②確保の内容実施場所

実施場所

計　画

４ 計画と実績
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担当課 担当課

　 ①幼稚園、認定こども園の在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 50,500 49,506 48,532 47,577 46,641

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 50,500 49,506 48,532 47,577 46,641

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,229 1,844 2,163 2,432 47,066 53,314 31,550 39,163

1,229 1,844 2,163 2,432 47,066 53,314 31,550 39,163

　　・私立認定こども園一時預かり　　39,163人

（参考）登録会員数 　 ②公立・私立保育園、ファミリーヘルプ保育園、こどもセンターでの一時預かり

区　　分 令和4年度 令和5年度 比　較 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

依頼会員 556 597 41 17,079 17,079 17,079 11,926 11,926

提供会員 266 279 13 38,914 38,914 38,914 31,030 31,030

両方会員 73 77 4

合　計 895 953 58

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

12,685 12,671 10,416 10,868

36,658 38,914 38,914 31,030

　　・公立保育園(12か所)　  　 　　1,833人　　　

　　・私立保育園(8か所)　　  　　　1,125人

　　・ファミリーヘルプ保育園　　 　6,906人

　　・オーレンプラザこどもセンター 1,004人

５ 取組内容 ５ 取組内容

６ 今後の方向性 ６ 今後の方向性

　幼稚園・認定こども園の在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）については、幼稚
園・認定こども園に在園する就労等をしている保護者ニーズに対応した提供体制を確保するこ
とができた。
　保育園、ファミリーヘルプ保育園及びこどもセンターでの一時預かり事業についても、傷病
やリフレッシュ等、一時的な保育ニーズに対応した提供体制を確保した。

（参考）令和5年度延べ利用者数

　依頼会員からのニーズに対応できるよう提供会員を確保するとともに、養成講座などを通じ
て提供会員の資質向上を図り、安心して子育てができる環境づくりを強化する。

　今後も、一時預かりの保育需要に対応した供給量の確保に努めていく。

①量の見込み（延べ利用人数）

計　画

②確保の内容（延べ利用人数）

地域における相互援助活動を支援するため、広報上越に提供会員募集の記事を掲載したほか、
各種団体等を対象に会員募集活動を行い、令和4年度と比較し、提供会員を増やすことができ
た。
　このことにより依頼は全て受けることができたほか、依頼会員のニーズに見合った提供会員
を調整することができた。
　仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる環境づくりを推進するため、病気中にあっ
て集団保育等が困難な児童の預かりを実施した。

３ 事業概要
　家庭での保育が一時的に困難となった乳幼児を、主に昼間に幼稚園、認定こども園、保育
園、地域子育て支援拠点で一時的に預かります。

４ 計画と実績 ４ 計画と実績

実　績

③実際の量（延べ活動回数）

④確保した内容（延べ活動回数） ④確保した内容（延べ利用人数）

（参考）令和5年度延べ利用者数

②確保の内容（延べ利用人数）

実　績

③実際の量（延べ利用人数）

幼児保育課／こども家庭センター／教育総務
課

１ 区分・事業名  （５）ファミリーサポートセンター運営事業 １ 区分・事業名  （６）一時預かり事業

２ 提供区域 　１区域（市全域）２ 提供区域

こども家庭センター

　１区域（市全域）

３ 事業概要
　市内に住所を有する育児の援助を受けたいおおむね18歳以下の子どものいる人（依頼会員）
と、育児を援助したい人（提供会員）の相互援助活動に関する連絡、調整を行います。

実　績

③実際の量（延べ利用人数）

④確保した内容（延べ利用人数）

②確保の内容（延べ活動回数）

計　画 計　画

①量の見込み（延べ活動回数） ①量の見込み（延べ利用人数）
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担当課 担当課

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

5,484 5,484 5,484 5,484 5,484 17,153 16,554 15,925 11,853 12,701

5,484 5,484 5,484 5,484 5,484 24 24 24 23 23

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,380 3,564 3,309 5,315 10,221 10,135 10,648 12,618

1,380 3,564 3,309 5,315 24 23 23 23

（参考）令和5年度延べ利用者数 （参考）令和5年度延べ利用者数

・わたぼうし病児保育室(1か所) 4,864 人 ・オーレンプラザこどもセンター(1か所) 73,296 人

・わかくさ保育室(1か所) 207 人 ・市民プラザこどもセンター(1か所) 37,573 人

・がんぎ通り保育室(1か所) 244 人 ・公立子育てひろば(8か所) 12,633 人

計 5,315 人 ・私立子育てひろば(13か所) 27,918 人

計 151,420 人

５ 取組内容 ５ 取組内容

６ 今後の方向性 ６ 今後の方向性

　病気の回復前または病気回復期であり集団保育が困難な子どもに対して、一時的に保育を行
うことで、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与してお
り、十分な確保ができている。
　令和5年度については、インフルエンザを始めとした各種感染症の流行により、令和4年度と
比較して利用者数は大幅に増加した。

　「こどもセンター」や「子育てひろば」を市内23か所に開設し、親子の交流や子育て相談、
情報の提供等を実施し、子育て家庭の孤立感や不安感の緩和を図った。

　病児保育事業については、提供体制が確保されており、現行の事業実施により対応できてい
る。
　今後も事業周知を図り、本事業に対する保護者の認知度向上に努めていく。

　今後も親子の交流や子育て相談、情報の提供等を実施し、子育て家庭の孤立感や不安感の緩
和に努めていく。

④確保した内容（開設箇所数）

４ 計画と実績 ４ 計画と実績

計　画 計　画

①量の見込み（延べ利用人数） ①量の見込み（月当り延べ利用人数）

②確保の内容（延べ利用人数） ②確保の内容（開設箇所数）

③実際の量（延べ利用人数） ③実際の量（月当り延べ利用人数）

実　績 実　績

④確保した内容（延べ利用人数）

幼児保育課 こども家庭センター

１ 区分・事業名  （７）病児保育事業（病児・病後児保育事業） １ 区分・事業名  （８）地域子育て支援拠点事業（こどもセンター、子育てひろば）

３ 事業概要

　生後3か月から小学校６年生までの病気の子どもまたは病気の回復期の子どもを、専用ス
ペースで一時的に預かり、看護師、保育士が保育を行います。
　【病児保育室】　　わたぼうし病児保育室（1か所）
　【病後児保育室】　わかくさ保育室、がんぎ通り保育室（2か所）

３ 事業概要

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提
供、助言その他の援助を行います。
　国では中学校区単位の設置を目指しています。当市においては、中学校区20区域に対して、
地域子育て支援拠点（こどもセンター及び子育てひろば）はそれを上回る数を開設していま
す。

　１区域（市全域） 　１区域（市全域）２ 提供区域 ２ 提供区域

-18-



担当課 担当課

　　【上越市全体】 　　【上越市全体】

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,186 2,193 2,201 2,209 2,216 1,665 1,685 1,695 1,783 1,802

2,186 2,193 2,201 2,209 2,216 566 577 584 500 528

481 513 534 634 617

　　【上越市全体】 400 401 399 364 385

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 157 149 142 186 174

3,002 2,070 2,095 1,684 54 41 32 67 66

3,002 2,070 2,095 1,684 7 4 4 32 32

2,433 2,433 2,433 3,224 3,274

　　・公立保育園　　  697人　　　 　　【上越市全体】

　　・私立保育園 　 　987人 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,140 2,589 2,622 2,708

674 785 753 788

628 714 731 689

413 588 551 596

290 313 373 377

94 139 157 192

41 50 57 66

2,140 2,589 2,622 2,708

　別表２のとおり

５ 取組内容 ５ 取組内容

６ 今後の方向性 ６ 今後の方向性
　今後も延長保育が必要な子どもの保育需要に対応できるよう、提供体制の確保に努めてい
く。

　時間外保育事業（延長保育事業）は、保育園及び認定こども園により実施しており、利用実
績に応じた提供体制を確保した。

　引き続き、放課後児童クラブを開設し、児童の健全育成と保護者の就労と子育てを支援して
いく。

実　績

③実際の量（実人数）

２年生

１年生

区域別管理

④確保した内容（実人数）

　就労等で昼間保護者がいない児童に対して適切な遊びや生活の場を提供し、保護者が安心し
て預けられる環境を整えた。

３年生

５年生

２年生

３年生

４年生

５年生

　小学校区域２ 提供区域

６年生

６年生

４年生

（参考）令和5年度実利用者数

４ 計画と実績 ４ 計画と実績

計　画 計　画

①量の見込み（実人数） ①量の見込み（実人数）

②確保の内容（実人数） １年生

③実際の量（実人数）

④確保した内容（実人数）

②確保の内容（実人数）

実　績

幼児保育課 学校教育課

１ 区分・事業名  （９）時間外保育事業（延長保育事業） １ 区分・事業名  （10）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

３ 事業概要
　保育の給付認定を受けた子どもについて、その保護者の勤務時間等の都合により通常の保育
時間を超えて保育が必要になる場合は、保育時間を延長して子どもを保育します。

３ 事業概要
　昼間、保護者等が就労等で不在となる家庭の児童を対象に、小学校の余裕教室や児童館等を
利用して、遊びを主とする活動の場を提供し、児童の健全育成を図るとともに、保護者の子育
てと就労の両立を支援します。

２ 提供区域 　１４区域（旧市町村）
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担当課

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

69 69 69 8 8

69 69 69 8 8

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

74 52 7 6

74 52 7 6

５ 取組内容

６ 今後の方向性

④確保した内容（実人数）

４ 計画と実績

計　画

①量の見込み（実人数）

②確保の内容（実人数）

　本事業について、園を通じて保護者に丁寧に周知を行い、低所得で生計が困難である者等の
経済的負担を軽減できるよう努める。

　子ども・子育て支援新制度に移行していない国立幼稚園の利用者のうち、低所得で生計が困
難である者等の子どもの保護者に対して、実費徴収である給食費（副食費）の一部を給付し
た。

教育総務課

１ 区分・事業名  （11）実費徴収に係る補足給付を行う事業

３ 事業概要
　子ども・子育て支援新制度に移行していない公立・私立幼稚園を利用する際の実費徴収であ
る給食費（副食費）の一部を低所得で生計が困難である者等の子どもの保護者に対して給付し
ます。

実　績

③実際の量（実人数）

　１区域（市全域）２ 提供区域
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令和5年度　保育の区域別管理表 別表１

2号 2号 2号
3-5歳 0·1歳 2歳 3-5歳 0·1歳 2歳 3-5歳 0·1歳 2歳

①計画 2,056 716 605 ①計画 28 7 7 ①計画 2,856 911 814
②実績 2,068 720 606 ②実績 28 7 7 ②実績 2,868 915 815

②-① 12 4 1 ②-① 0 0 0 ②-① 12 4 1
③計画 2,400 911 723 ③計画 30 9 10 ③計画 3,423 1,212 1,008
④実績 2,390 883 707 ④実績 30 9 10 ④実績 3,413 1,184 992

④-③ -10 -28 -16 ④-③ 0 0 0 ④-③ -10 -28 -16
①計画 12 3 3 ①計画 34 3 6
②実績 12 3 3 ②実績 34 3 6 2号

②-① 0 0 0 ②-① 0 0 0 3-5歳 0·1歳 2歳
③計画 20 6 4 ③計画 39 13 8 特定教育・保育施設 3,556 1,145 1,003
④実績 20 6 4 ④実績 39 13 8

④-③ 0 0 0 ④-③ 0 0 0
①計画 46 13 13 ①計画 85 17 16
②実績 46 13 13 ②実績 85 17 16 【参考】

②-① 0 0 0 ②-① 0 0 0 2号
③計画 71 19 20 ③計画 100 35 25 3-5歳 0·1歳 2歳
④実績 71 19 20 ④実績 100 35 25

④-③ 0 0 0 ④-③ 0 0 0
①計画 11 5 2 ①計画 34 7 11
②実績 11 5 2 ②実績 34 7 11

②-① 0 0 0 ②-① 0 0 0
③計画 18 7 5 ③計画 43 23 14
④実績 18 7 5 ④実績 43 23 14

④-③ 0 0 0 ④-③ 0 0 0
①計画 6 1 0 ①計画 77 20 22
②実績 6 1 0 ②実績 77 20 22

②-① 0 0 0 ②-① 0 0 0
③計画 12 5 3 ③計画 77 21 22
④実績 12 5 3 ④実績 77 21 22

④-③ 0 0 0 ④-③ 0 0 0
①計画 123 21 25 ①計画 21 5 14
②実績 123 21 25 ②実績 21 5 14

②-① 0 0 0 ②-① 0 0 0
③計画 182 39 39 ③計画 21 5 14
④実績 182 39 39 ④実績 21 5 14

④-③ 0 0 0 ④-③ 0 0 0
①計画 156 47 47
②実績 156 47 47

②-① 0 0 0
③計画 182 58 50
④実績 182 58 50

④-③ 0 0 0
①計画 167 46 43
②実績 167 46 43

②-① 0 0 0
③計画 228 61 71
④実績 228 61 71

④-③ 0 0 0

区域 区分
3号

合併前上越市

量

吉川区

量

14区域

量

確保 確保

区分
3号

区域 区分
3号

合計

確保

安塚区

量

中郷区

量
区分

0

3号

確保 確保
確保の内容
（実績） 企業主導型保育施

設の地域枠
11 34 26

0 0

3号

大島区

量

清里区

量

確保 確保

浦川原区

量

板倉区

量

区分

確保 確保
　待機児童数

牧区

量

三和区

量

確保 確保

柿崎区

量

名立区

量

確保 確保

大潟区

量

確保

頸城区

量

確保
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令和5年度　放課後児童クラブの区域別管理表

区域 区分 1年 2年 3年 4年 5年 6年
合計
①

確保
②

②-① 区域 区分 1年 2年 3年 4年 5年 6年
合計
①

確保
②

②-① 合計 区分 1年 2年 3年 4年 5年 6年
合計
①

確保
②

②-①

計画 14 23 10 7 2 1 57 110 53 計画 20 25 14 6 3 1 69 90 21 48校 計画 500 634 364 186 67 32 1,783 3,224 1,441
実績 11 31 14 11 3 1 71 71 0 実績 34 25 27 11 9 6 112 112 0 48校 実績 788 689 596 377 192 66 2,708 2,708 0
計画 22 24 19 8 3 2 78 130 52 計画 1 4 2 1 0 0 8 30 22
実績 35 29 28 18 7 0 117 117 0 実績 1 6 4 5 2 1 19 19 0 【参考】
計画 10 11 11 5 1 1 39 90 51 計画 7 11 4 2 1 1 26 70 44
実績 19 10 26 11 8 3 77 77 0 実績 9 12 2 7 6 6 42 42 0
計画 11 8 6 4 1 1 31 70 39 計画 2 1 1 1 0 0 5 30 25
実績 12 5 4 5 1 0 27 27 0 実績 4 1 1 1 0 0 7 7 0
計画 12 23 12 6 3 1 57 120 63 計画 1 3 2 1 0 0 7 20 13
実績 23 23 14 10 10 4 84 84 0 実績 0 3 5 0 0 0 8 8 0
計画 7 7 4 2 1 0 21 30 9 計画 16 13 8 4 1 1 43 60 17
実績 15 9 8 5 0 1 38 38 0 実績 25 9 11 4 5 1 55 55 0
計画 16 22 11 6 3 1 59 100 41 計画 3 7 3 1 1 0 15 15 0
実績 29 29 24 16 2 2 102 102 0 実績 6 5 4 1 1 0 17 17 0
計画 5 6 4 2 1 1 19 35 16 計画 3 2 3 1 1 0 10 11 1
実績 11 8 10 7 3 3 42 42 0 実績 3 3 2 2 4 1 15 15 0
計画 16 18 13 4 1 1 53 160 107 計画 20 35 16 9 3 2 85 100 15
実績 24 22 20 5 2 1 74 74 0 実績 39 39 22 16 13 1 130 130 0
計画 43 56 26 16 5 3 149 220 71 計画 10 15 8 3 2 1 39 70 31
実績 59 63 50 39 14 6 231 231 0 実績 18 21 13 5 1 1 59 59 0
計画 26 33 17 8 3 2 89 130 41 計画 11 11 8 5 1 1 37 40 3
実績 38 32 24 9 8 1 112 112 0 実績 20 8 9 6 0 1 44 44 0
計画 1 2 1 1 0 0 5 10 5 計画 3 3 3 1 0 0 10 15 5
実績 0 4 1 1 2 1 9 9 0 実績 3 4 7 5 2 0 21 21 0
計画 1 6 2 2 1 0 12 25 13 計画 5 7 4 1 1 1 19 35 16
実績 3 7 2 0 1 0 13 13 0 実績 7 9 4 5 3 1 29 29 0
計画 9 10 5 3 1 0 28 65 37 計画 4 4 6 2 1 0 17 25 8
実績 16 12 11 9 0 0 48 48 0 実績 6 3 9 4 6 0 28 28 0
計画 6 5 5 1 1 0 18 50 32 計画 7 9 5 4 1 0 26 34 8
実績 11 6 12 4 8 1 42 42 0 実績 3 6 7 7 1 0 24 24 0
計画 10 16 8 4 1 1 40 70 30 計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実績 13 23 9 13 7 1 66 66 0 実績 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計画 3 2 3 1 0 0 9 20 11 計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実績 7 1 5 4 1 0 18 18 0 実績 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計画 11 12 7 3 1 1 35 38 3 計画 6 5 4 2 1 0 18 40 22
実績 17 9 13 4 3 0 46 46 0 実績 7 6 9 6 0 0 28 28 0
計画 7 11 6 3 1 1 29 40 11 計画 4 8 4 2 1 0 19 65 46
実績 10 15 11 8 4 3 51 51 0 実績 6 10 11 4 2 1 34 34 0
計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 計画 9 8 4 3 1 0 25 45 20
実績 0 0 0 0 0 0 0 0 0 実績 19 8 5 5 1 0 38 38 0
計画 16 22 11 5 2 1 57 70 13 計画 4 3 2 1 0 0 10 20 10
実績 24 25 24 9 6 1 89 89 0 実績 9 6 3 4 0 2 24 24 0
計画 4 5 2 1 1 0 13 60 47 計画 2 4 2 1 1 0 10 30 20
実績 3 7 3 5 5 1 24 24 0 実績 2 7 4 2 1 2 18 18 0
計画 3 7 3 2 1 0 16 50 34 計画 4 6 2 2 1 0 15 70 55
実績 5 6 5 9 1 0 26 26 0 実績 8 8 2 2 1 0 21 21 0
計画 36 40 26 15 4 2 123 300 177 計画 27 31 17 9 3 2 89 90 1
実績 66 42 49 31 10 2 200 200 0 実績 38 23 17 16 12 4 110 110 0
計画 22 27 14 8 3 1 75 86 11
実績 39 19 20 8 9 3 98 98 0
計画 18 22 14 6 2 1 63 130 67
実績 27 29 27 14 5 1 103 103 0
計画 2 1 2 1 0 0 6 10 4
実績 4 1 4 4 2 2 17 17 0

春日新田小

国府小

谷浜小

戸野目小

上雲寺小

大町小

保倉小

有田小

直江津小

古城小

直江津南小

北諏訪小

八千浦小

高士小

安塚小

浦川原小

大島小

牧小

南本町小

黒田小

飯小

高志小

諏訪小

三郷小

大手町小

東本町小

富岡小

稲田小

和田小

大和小

春日小

上教大附属小

宮嶋小

山部小

豊原小

清里小

里公小

別表２

上杉小

美守小

名立小

大瀁小

明治小

吉川小

中郷小

板倉小

柿崎小

上下浜小

下黒川小

大潟小

南川小

高田西小

5年 6年

待機児童数 0 0 0 0 0 0

区分 1年 2年 3年 4年
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上越市子ども・子育て支援総合計画（令和 2～6年度）における主な取組と今後の課題 

   1  

 

 

【◇基本目標 1 こどもが自分らしく、すこやかに成長することができる環境の整備】 

基本施策 1-1 こどもの権利の普及・啓発 

主な施策の方向性 

・こどもの権利について、知識の普及と意識の啓発を図る。 

・こどもの権利講座を開催し、こどもの権利に関する理解と知識

を深める。 

【主な取組】 

・市立小中学校において、こどもの権利学習テキスト「えがお」を使用した授業を継

続して実施した。 

・小学 4年生以上の「えがお」に新たにヤングケアラーに関するイラストや説明、相

談窓口等を掲載し、授業を通じて周知・啓発を図ることで、こども自身の気付きを

促した。（R5年度） 

・地域住民やこどもとの関わりを持つ組織・団体に対して、こどもの権利講座を開催

しこどもの権利に関する啓発を行った。 

 

 

基本施策 1-2 こどもの居場所づくり 

主な施策の方向性 

・公民館などにおけるこどもたちを対象とした事業の実施やこど

もたちが自由に活動できる場を提供する。 

・こども食堂の新規立ち上げ支援や既存のこども食堂の運営の支

援を行う。 

・若者の居場所・Ｆｉｔにおいて、若者の居場所の確保とともに

相談支援を行う。 

【主な取組】 

・謙信 KIDSプロジェクトや夏休み☆こどもつどいのひろばの開催など、こどもたち

が健やかに成長できる環境づくりを進めた。 

・こども食堂等を運営する団体に対して、各種の情報提供や市施設の使用料の減免な

ど必要な支援を行った。 

・こどもの家や公民館、児童遊園などの適切な管理・運営を通じて、こどもの居場所

の確保を図った。 

・教育プラザ内に若者（15歳から 30歳未満まで）の居場所を常設し、若者への相談

支援や家族支援、支援団体と協力し活動を行った。 

 

 

 

 

基本施策 1-3 障害などの理由により特別な配慮が必要なこどもへの支援の充実 

主な施策の方向性 

・地域の障害児相談事業所等と連携し、こどもの個々の特性を把握し

ながら、利用者に寄り添ったサービスを提供する。 

・医療的ケアが必要なこどもなど、特別な対応が必要となるこどもと

保護者が安心して暮らせる環境の整備を促進する。 

・こども発達支援センターによる教育・保育・福祉機関等との連携し

た支援を実施する。 

【主な取組】 

・保護者の疾病等により一時的に見守り等が必要になった障害のあるこどもに対する一

時預かりを施設等で実施したほか、令和 5 年度からは、看護師等を配置している事業

所において医療的ケア児の一時預かりも実施した。 

・こども発達支援センターにおいて、療育支援等が必要なこどもに対し、個別支援計画

を作成するなど、適切な支援を行った。 

・障害のある児童が集団生活に適応する環境を整えるため、保育所等訪問支援事業を開

始した。（R3年度） 

 

◎取組の成果指標 

指標項目 目標値 現状値 

こどもの権利を理解するこどもの割合 

（こどもの権利に関するアンケート調査） 
50.0％ 

69.0％ 

※令和 5 年 12月時点 

・こどもの権利の認知について、「知っている」27.4％（前回 8.9％）、「だいたい知っ

ている」41.6％（前回 38.5％）となっており、市立小中学校で継続して実施してい

る、こどもの権利学習の成果と考えられる。 

 

◎今後の課題 

・ヤングケアラーなど顕在化しづらい家庭の問題の早期発見・把握のためにも、引き続

き、こどもの権利学習を推進し、こども自身の気付きを促すとともに、こどもと関わ

りを持つ機会の多い大人に対し、こどもの権利講座などを通じて、こどもの権利に関

する普及、啓発を継続的に行う必要がある。 

・こども自身の意見を最大限尊重しながら、こどもの居場所の在り方について検討する

必要がある。 

・地域交流、世代間交流など多様な体験活動の場を確保するため、地域の団体やこども

食堂などの活動を支援する必要がある。 

・障害の有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため、

地域や学校、保育園における障害児の支援体制の強化など通じてインクルージョンを

推進する必要がある。 

 

資料２ 
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【◇基本目標 2 安心してこどもを産み、喜びと生きがいをもって子育てできる社会の構築】 
 

基本施策 2-1 子育て家庭への経済的負担の軽減 

主な施策の方向性 
・家庭の状況に応じた助成や減免等の経済的支援の実施により、安

定した生活基盤の確保を図る。 

【主な取組】 

・2歳児における保育料の軽減措置の対象を拡充した。（R4年度） 

・私立高等学校学費等助成補助金について、世帯所得に応じて学費の助成額を引き上

げた。（R4年度） 

・妊娠から出産・子育てまで一貫した「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援ギフ

ト」による経済的支援を一体的に実施した。（R4年度） 

・子ども医療費の無償化の対象を市民税非課税世帯の高校卒業相当年齢まで拡充し

た。（R5年度） 

 

基本施策 2-2 家庭と地域の子育て力の向上 

主な施策の方向性 

・妊娠期や出産期におけるアドバイスや産後のケアを始め、子ども

の遊び場や保護者同士の交流の場の提供、子育て支援情報の発

信、相談支援機能の充実を図る。 

・地域住民の協力を得ながら、仕事と育児を両立し、安心して働く

ことのできる環境づくりを推進する。 

【主な取組】 

・産後に心身の不調等がある人に対して、助産師等による訪問型産後ケア（R4年度）

及び宿泊型産後ケア（R6年度）を開始した。 

・新生児に 1人 1冊の絵本を贈呈するはじめて絵本事業を開始した。（R5年度） 

・ファミリーサポートセンター事業において、利用会員に対する助成するとともに（R3

年度）、さらには助成対象者の拡充（R5年度）を行った。 

・育児負担が大きい多胎児の家庭に対して産前・産後ヘルパーの利用上限時間を拡充

した。（R6年度） 

・妊娠 8 か月時の相談支援窓口をこれまでの体制に加え、オーレンプラザこどもセン

ターに開設した。（R6年度） 

 

基本施策 2-3 保育環境の充実 

主な施策の方向性 

・保育ニーズや偏在化する児童数に対応しながら、安全で快適な保

育環境を整える。 

・公立と私立が連携して保育サービスを提供することで、引き続き

保育園の機能及び質の向上を図る。 

【主な取組】 

・公立保育園に児童の登降園の管理機能や保護者との連絡機能等が活用できる保育業

務システムを導入した。（R5年度） 

・「上越市保育園の再配置等に係る計画」に基づき、公立保育園の民営化及び一部保育

園の統合整備を行った。 

 

 

基本施策 2-4 多様な保育環境の充実 

主な施策の方向性 

・子育て世代が仕事をしながら、安心して子育てができる環境を整備す

る。 

・病児保育の更なる拡充に向けた検討を継続する。 

【主な取組】 

・病児保育室における送迎対応を開始した。（R4年度） 

・市内 3カ所の放課後児童クラブにおいて、日曜・祝日の試行開設を開始した。（R6年度） 

・保護者の就労要件等を問わずに時間単位で柔軟に保育園等を利用できる誰でも通園制度

を試行的に実施した。（R6年度） 
 

基本施策 2-5 母子保健の充実 

主な施策の方向性 

・妊娠期において、産まれてくるこどもの発育・発達、家族の健康づく

りについて意識して取り組めるよう健康教育や訪問等で支援する。 

・乳幼児健診や園での保護者に対する健康教育や保健指導において乳

幼児がすこやかに成長できるよう支援する。 

【主な取組】 

・妊婦一般健診費用 14 回分を公費負担し、健診結果に応じた妊娠中及び産後に保健指導

を実施するとともに、乳幼児に対する健診では、疾病や異常の早期発見に努めた。 

・妊娠初期・中期・後期にすくすく赤ちゃんセミナーを開催し、妊娠・出産に関する情報

提供及び生活習慣病に関する保健指導を行った。 

・不妊不育治療費の助成を拡充した。（R5年度） 

・出産や子育てに関する問合せに常時対応できる AI搭載型チャットシステムを導入する。

（R6年度） 
 

◎取組の成果指標 

指標項目 目標値 現状値 

出産や子育てがしやすいと感じる 20～30 代の市

民の割合（人口減少に関する市民アンケート） 
70.0％以上 

39.9％ 

※令和 6 年 5月時点 

・「そう思う」「ある程度そう思う」の合計が 39.9％と目標を大幅に下回った 

・妊娠・出産に伴う費用の補助や勤務先の産前・産後休暇の充実を求める声が多かった。 
 

◎今後の課題 

・社会経済情勢や子育て世帯のニーズに対応した各種支援のほか、デジタル技術等を活

用しながら、適時適切な情報発信とともに、問合せや手続き等の際の利便性の向上を

図る必要がある。 

・子育てしやすい職場環境づくりのため、市内事業者等へ意識啓発を行う必要がある。 

・仕事やリフレッシュのため、保護者が安心してこどもを預けられる環境を整備してい

く必要がある。 

・保護者の生活習慣がこどもの生活習慣の形成に影響を与えている現状があり、家族全

体の生活習慣予防に対する意識を持つことを保護者に働きかけていく必要がある。 
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【◇基本目標 3 地域や学校等でこどもの成長を見守る体制の強化】 

基本施策 3-1 学校教育環境の充実 

主な施策の方向性 

・望ましい学習環境を確保するための適正な学校規模や学校区の在

り方を検討し、教育委員会が主体となって学校規模の適正化に取

り組む。 

・日本語支援が必要な外国人や帰国した児童・生徒に対し、支援を

充実させ、学校生活の充実や学力向上を図る。 

【主な取組】 

・日本語支援が必要なすべての児童生徒に対して、継続的に個々の実態に応じた支援

を実施した。 

・児童生徒に 1人 1台情報端末を配置し、情報活用の基礎的な能力を育成した。 

・様々な理由で学校に行けない・行かないこどものために、学校復帰をはじめとした

社会的自立ができるよう「子ども未来サポート CoCoMo」で支援を行った。 

・複式学級の存在する学校等においてその解消に向けた方策、進め方の検討を保護者・

地域とともに行った。 

・学校からの相談への指導、助言を行うスクールロイヤー（弁護士）を配置した。 

（R5年度） 

・中学校における部活動改革と地域におけるこどもたちのスポーツ・文化活動の環境

整備を推進した。（R6年度） 

 

基本施策 3-2 地域ぐるみのこどもの健全育成の推進 

主な施策の方向性 

・安全・安心な地域社会を実現するため、防犯教室や交通安全教室

において、年齢の理解度に応じた内容で指導する。 

・地域と学校との連携・協働による活動をすすめそれぞれの地域に

合った青少年の健全育成活動の推進と地域の教育力の向上を図

る。 

【主な取組】 

・市内すべての保育園・幼稚園で防犯教室を開催した。 

・地域青少年育成会議構成員や地域学校協働活動推進員の資質向上を図るための研修

会を開催した。 

 

 

 

 

◎取組の成果指標 

指標項目 目標値 現状値 

地域が安全で安心して暮らせると感じるこどもの

割合 

（こどもの権利に関するアンケート調査） 70.0％以上 
69.7％ 

※令和 5 年 12月時点 

・地域で安心してのびのびと暮らしていると答えたこどもの割合は 69.7％と目標値をわ

ずかに下回ったが、どちらかといえば安心して暮らしているとあわせると 98.6％とな

り、前回調査（96.8％）を上回った。 

・こどもたちにとって地域が安心できる場所として捉えられていることがうかがえる。 

 

◎今後の課題 

・学校教育を取り巻く環境が変化する中で、職員体制や設備の充実を図りながら、直面

する教育課題に適時適切に対応する必要がある。 

・少子化や施設の老朽化を見据えながら、望ましい学習環境を確保するための学校規模

の適正化に取り組む必要がある。 

・地域のスポーツ・文化芸術環境整備において、地域間の格差を解消する必要がある。 

・引き続き、関係機関等と連携しながら、安全・安心な地域社会の実現に向けて、各種取

組を推進する必要がある。 

・少子化、核家族化、共働き世帯の増加など家庭を取り巻く環境が大きく変化している

ことから、家庭のみならず、地域全体でこどもを育てる体制づくりが必要である。 
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【◇基本目標 4 社会全体でこどもと子育て家庭を支える体制の強化】 

基本施策 4-1 こどもの権利侵害の予防と早期救済 

主な施策の方向性 

・児童虐待の実態についての講座等を通じて、地域での潜在的な

虐待の掘り起こしと将来的な虐待の防止を目指す。 

・支援体制の充実や機能の強化を図り、いじめや不登校に悩むこ

どもをなくすとともに、育児放棄や虐待等の問題の解消を図

る。 

【主な取組】 

・町内会、保育園・学校等の保護者、民生委員・児童委員等を対象に「子どもの虐

待予防出前講座」を開催した。 

・令和 6年 4月にこども家庭センターを設置し、支援が必要なこども等への対応を

一元化し、包括的な支援体制を整備した。 

・児童虐待防止推進月間である 11月に広報上越に記事を掲載し、啓発を行った。 

 

基本施策 4-2 相談支援体制の充実 

主な施策の方向性 

・複合的な課題を抱える世帯を支援するため、関係機関と連

携し、対応を行う。 

・こども自身が気軽に相談できる環境づくりを行う。 

・外国人の抱える、子育て、教育などの様々な問題に対し、

支援体制を整える。 

【主な取組】 

・こども家庭センターが中心となり、各種関係機関と連携し、切れ目のない相談や

支援に取り組んだ。 

・24時間・年中無休で電話相談できる子どもほっとラインを開設し、いじめや不登

校などの悩みに援助、助言を行った。 

・外国人の相談に対し自動翻訳機、オンラインによる相談体制を整備したほか三者

間通訳システムを開設した。 

 

基本施策 4-3 男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの推進 

主な施策の方向性 

・主に女性の抱える問題や、ＤＶ・児童虐待等の様々な要因が複

雑に絡み合う問題に対応する。 

・ワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境を整備するた

め、市内事業者等への意識啓発を行う。 

（主な取組） 

・配偶者からの暴力や家庭や職場の人間関係の悩みなどに女性相談員が相談対応を

行うとともに、児童虐待の早期発見や早期改善のため、要保護児童対策地域協議会

とも連携を図った。 

・ハローワーク上越と連携して、女性の再就職支援セミナーを開催し、女性の就労を

支援した。 

・ワーク・ライフ・バランスをテーマとした講座を開催し、その意義や効果について

認知と理解を深めてもらう機会を提供した。 

 

基本施策 4-4 こどもの貧困対策の推進 

主な施策の方向性 
・学校や家庭、地域等と連携し、こどものすこやかな成長と自立に向

けた支援を行い、未来を生きていくための力を育てる。 

【主な取組】 

・ファミリーヘルプ保育園の運営、ファミリーサポートセンター事業の実施など就労し

やすい環境の整備や、各種の助成や給付による経済的な支援の実施など重層的に貧困

対策に取り組んだ。 

・所得の少ない世帯のこどもに対し、学習支援や基本的な生活習慣の習得支援などの取

組を開始した。（R6年度） 

・放課後児童クラブにおいて、学校の長期休業期間の昼食配食サービスの実施にあわせ

て、支援が必要な家庭への昼食代支援制度を開始した。（R6年度） 

 

◎取組の成果指標 

指標項目 目標値 現状値 

市内企業におけるハッピー・パートナー企業

登録制度の登録数 
73件 

82件 

※令和 6 年 5月 31 日時点 

・ハッピー・パートナー企業制度は、新潟県が実施している事業で、男女がともに働

きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるよう職場環境を整えるほか、女性労働者

の育成・登用などに積極的に取り組む企業・団体を登録し、その取組を支援する制

度である。 

・市内企業においても、登録企業・団体が増えており、ワーク・ライフ・バランスの

推進や男女がともに働きやすい環境の整備に対する理解が広がっている。 

 

◎今後の課題 

・こども家庭センターを中心に関係機関と連携し、必要なサービスの提供や継続的な

見守りなどの支援を一体的かつ切れ目なく行う必要がある。 

・各種制度の狭間にいる人や複合的な課題を抱える世帯への相談に対応し、必要な支援

を行った。 

・共働き世帯の割合が増えており、共働き・共育ての推進のために、社会全体で子育て

をする意識の醸成を図るため、関係機関や団体との連携が必要である。 

・こどもの生活や将来が生まれ育った環境によって、左右されることのないよう、ま

た、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、重層的な支援を行う必要があ

る。 

 



資料３ 

 

上越市こども計画 基本目標・成果指標等について 

 

＜前回会議からの変更点＞ 

①こどもの権利に関する基本施策である「こどもの権利の尊重・普及・啓発」と

「こどもの権利侵害の予防と早期救済」を集約し、あわせてこどもの意見の反

映について明記［基本施策 2-1,4-1］ 

②「多様な体験の場づくり」に居場所を明記[基本施策 2-2] 

③こどもの見守りと子育て家庭を支える体制の強化に関する基本目標を統合

[基本目標 3、4]  

④「こどもの貧困対策の推進」は施策が多岐に渡ることから、全てのライフステ

ージのベースに位置付け［基本施策 4-4］ 

⑤青年期における基本目標の文言修正と基本施策を「若者が希望をかなえ、活躍

できる環境づくり」に修正［基本目標 5、基本施策 5-2］ 

 

＜新計画における新たな視点＞ 

①子育てにおけるＤＸの推進 

②こどもの意見の反映 

③こどもの居場所における世代間交流の推進 

④若者（青年期）世代の支援 

 

＜成果指標（案）＞ 

基本目標１ 安心してこどもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる社会づくりの推進 

【指標】出産や子育てがしやすいと感じる 

18歳～39歳の市民の割合 

（若者世代・子育て世代の市民アンケート：総合政策課） 

現目標値 現状値 新目標値 

70.0％以上 
39.9％ 

※R6.5 時点 
70.0％以上 

基本目標２ こどもが自分らしく、健やかに成長することができる環境の充実 

【指標】「こどもの権利」を理解するこどもの割合 

（子どもの生活実態アンケート：こども家庭センター） 

現目標値 現状値 新目標値 

50.0％ 
69.0％ 

※R5.12 時点 
75.0％以上 

基本目標３ 地域や学校等、社会全体でこどもと子育て家庭を支える体制の強化 

【指標】地域が安全で安心して暮らせると感じる 

こどもの割合 

 （子どもの生活実態アンケート：こども家庭センター） 

現目標値 現状値 新目標値 

70.0％以上 
69.7％ 

※R5.12 時点 
75.0％以上 

基本目標４ 若者が、希望をかなえ、自分らしく活躍することができる支援の充実 

【指標】自分は幸せだと感じる 18歳～39歳の市民の割合 

 （若者世代・子育て世代の市民アンケート：総合政策課） 

現目標値 現状値 新目標値 

― 
87.0％ 

※R6.5時点 
90.0％以上 

 



上越市こども計画体系（案）第 1回会議からの変更点 

基本目標 基本施策

安心してこどもを産
み、喜びと生きがい
をもって子育てでき
る社会づくりの推進

こどもが自分らしく、
健やかに成長するこ
とができる環境の充
実

社会全体でこどもと
子育て家庭を支える
体制の強化

若者が、希望をかな
え、自分らしく活躍す
ることができる支援
の整備

基本目標①

基本目標②

基本目標④

基本目標⑤

妊
娠

出
産

青
年
期

こ
ど
も
・
子
育
て
期

こ
ど
も
・
子
育
て
期

1-5 多様な保育サービスの提供

1-2 母子保健の充実

1-1 子育て家庭の経済的負担
の軽減

1-3 家庭と地域の子育て力の
向上

1-4 保育環境の充実

2-1 こどもの権利の尊重・
普及・啓発

2-2 多様な体験の場づくり

2-3
障害などの理由により特別
な配慮が必要なこどもへの
支援の充実

3-1 学校教育環境の充実

3-2 地域ぐるみのこどもの健
全育成の推進

4-1 こどもの権利侵害の予防
と早期救済

4-2 相談支援体制の充実

4-3 男女共同参画、ワーク・
ライフ・バランスの推進

4-4 こどもの貧困対策

新

5-1 就労・起業の支援 新

充

充

地域や学校等でこど
もの成長を見守る体
制の強化

基本目標③

5-2
結婚を希望する方への
支援

新

基本目標 基本施策

安心してこどもを産
み、喜びと生きがい
をもって子育てでき
る社会づくりの推進

こどもが自分らしく、
健やかに成長するこ
とができる環境の充
実

若者が、希望をかな
え、自分らしく活躍す
ることができる支援
の充実

基本目標①

基本目標②

基本目標④

1-5 多様な保育サービスの提供

1-2 母子保健の充実

1-1 子育て家庭の経済的負担
の軽減

1-3 家庭と地域の子育て力の
向上

1-4 保育環境の充実

2-1 こどもの権利の尊重・擁護
と意見の反映

2-2 多様な居場所や体験の場
づくり

2-3
障害などの理由により特別
な配慮が必要なこどもへの
支援の充実

3-1 学校教育環境の充実

3-2 地域ぐるみのこどもの健
全育成の推進

3-3 相談支援体制の充実

こどもの貧困対策の推進

4-2 就労・起業の支援

新

4-1 若者が希望をかなえ、活
躍できる環境づくり

新

新

充

充

地域や学校等、社会
全体でこどもと子育
て家庭を支える体制
の強化

基本目標③

ライフステージを通した取組

3-4 男女共同参画、ワーク・
ライフ・バランスの推進

         《変更前》 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          《変更後》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

み
ん
な
で
育
む
こ
ど
も
の
笑
顔
・
輝
く
未
来 

修正 

修正 

追加 

基本目標③と④を
統合・整理 

ライフステージを通
した取組に位置付け 

追加 

「こどもの権利」に係る
基本施策を集約 

資料４ 



施策の展開
基本理念

ライフ
ステージ

基本目標・成果指標 基本施策

妊産婦・子ども医療費助成事業 ひとり親家庭等医療費助成事業 母子家庭等の自立支援
子育てジョイカード事業 保育料及び給食費の軽減 私立高等学校学費助成補助金
通学援助費 就学援助費（要保護及び準要保護児童生徒援助費） 特別支援学校の児童生徒に対する通学支援
養育費の取決め支援 障害児福祉手当 児童手当給付事業
就学援助費（特別支援教育就学奨励費） 特別児童扶養手当 児童扶養手当給付事業
未熟児養育医療給付事業 不妊不育治療費助成事業

すくすく赤ちゃんセミナー 妊産婦新生児訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業） 離乳食相談会
妊婦一般健康診査 乳幼児健康診査事業 予防接種事業
フッ化物塗布事業 産婦健康診査 産後ケア事業
新生児聴覚検査 むし歯予防教室 休日・夜間診療所
ブラッシング指導会 フッ化物洗口事業（保育園・幼稚園）

産前・産後ヘルパー派遣事業 こどもセンター 子育てひろば
子育て支援情報の提供 家庭教育支援講座 ファミリーサポートセンター
親子コミュニケーション支援 利用者支援事業 助産師健康相談事業
訪問指導事業 はじめて絵本事業 外国人市民が安心して暮らせる環境の整備
保育園や子育て関連施設における相談の実施 命・きずなを考える講座 子育てにおけるDXの推進

通常保育事業 保育園の再配置等 保育園の環境改善
保育園通園バス運行事業 看護師等雇用補助

延長保育事業 一時預かり事業 ファミリーヘルプ保育園
病児保育事業 病後児保育事業 放課後児童クラブ
こども誰でも通園制度（仮称）試行的事業 放課後児童クラブの日曜日・祝日の施行開設の実施 昼食配食サービスの実施と昼食代の支援（放課後児童クラブ）
障害児保育事業 休日保育事業 障害児一時保育事業

こどもの権利に関する啓発 こどもの権利学習 学校における人権教育への支援
人権に関する講話会等への講師の派遣 同和教育研修指定地区制度による同和教育の取組 子ども・子育て支援の関係機関等に対する研修
教員の指導力向上 上越市学校同和教育推進協議会による取組等 人権に関する図書・ビデオの周知及び貸出
上越市要保護児童対策地域協議会 こどもの虐待予防推進事業 いじめ問題対策協議会
学校問題解決支援プロジェクトチーム（JAST） デートDV防止啓発ポケットリーフレットの配布 いじめ等に関する調査委員会の設置
児童養護施設（若竹寮） 児童虐待に関する研修 配偶者からの暴力（DV）被害者及びその同伴児への支援
いじめ防止対策等専門委員会 母子生活支援施設

謙信KIDSプロジェクト 夏休み☆子どもつどいのひろば こどもの居場所づくり
若者の居場所（Fit） こどもの学習・生活支援事業 こどもの家・児童館・児童遊園の管理運営

放課後等デイサービス 障害児日中一時支援 重症心身障害者緊急短期入所用居室確保事業
児童発達支援事業 保育園・幼稚園巡回訪問事業 上越市自立支援協議会
グループホームや地域生活支援拠点等の整備

学校規模の適正化 学校施設整備事業 学習指導支援事業
不登校児童生徒教育支援室 外国人・帰国児童生徒への日本語支援事業 フリースクール等利用支援補助金
学校訪問相談 カウンセリング研修 就学相談
外国語指導助手による語学指導 特別支援学級 やすづか学園運営費補助事業
教育相談事業（教職員の研修の充実、相談支援体制の整備） 特別支援教育巡回相談事業

防犯教室 交通安全教室 学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）
地域青少年育成会議 安全安心まちづくり推進パトロール 安全メール
防犯灯の整備・維持管理事業 110ばん協力車制度 保育園地域活動事業
中学生のスポーツ・文化環境づくり事業 街頭指導・特別街頭指導・青パトによる街頭指導 上越市　親の会
子育てバリアフリー施設の認定 上越緑の少年団 図書館における読み聞かせ
職場体験の実施 ボランティアだよりキッズ 図書館における子ども向け図書資料の充実
民生委員・児童委員、主任児童委員活動 青少年健全育成センター事業 少年スポーツ活動育成事業

こどもに関する相談窓口 思春期電話相談 外国人相談
女性相談 こどもほっとライン 若者ほっとライン
発達相談室「すてっぷ」

男女共同参画社会の実現に向けた広報・啓発 ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 職業生活と家庭生活の両立のための広報・啓発
女性の再就職支援セミナー 企業における再雇用制度導入の普及啓発 ワーク・ライフ・バランス推進企業への支援
女性起業家創出事業 父子手帳

奨学金貸付事業 若者奨学金返還支援 若者活躍応援補助金

結婚活動支援補助金 PR映像コンテスト事業 若者の居場所づくり

パートナーシップ宣誓制度

若者の自立支援事業 インターンシップ促進事業 高校生の市内企業見学会

起業家マインドの養成

妊産婦・子ども医療費助成事業 ひとり親家庭等医療費助成事業 母子家庭等の自立支援

子育てジョイカード事業 保育料及び給食費の軽減 私立高等学校学費助成補助金

通学援助費 就学援助費（要保護及び準要保護児童生徒援助費） 特別支援学校の児童生徒に対する通学支援

養育費の取決め支援 妊産婦新生児訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業） こどもセンター、子育てひろば

緊急時生活支援費 ファミリーサポートセンター 通常保育事業

保育園の再配置等 延長保育事業 一時預かり事業

ファミリーヘルプ保育園 病児保育事業 病後児保育事業

放課後児童クラブ 放課後児童クラブの日曜日・祝日の施行開設の実施 昼食配食サービスの実施と昼食代の支援（放課後児童クラブ）

こどもの権利学習 謙信KIDSプロジェクト 夏休み☆子どもつどいのひろば

こどもの居場所づくり 若者の居場所（Fit） こどもの学習・生活支援事業

不登校児童生徒適応指導教室 上越市要保護児童対策地域協議会 学校問題解決支援プロジェクトチーム（JAST）

こどもに関する相談窓口 こどもほっとライン 若者ほっとライン

奨学金貸付事業 若者奨学金返還支援 若者の自立支援事業

み
ん
な
で
育
む
こ
ど
も
の
笑
顔
・
輝
く
未
来

【基本目標４】
若者が、希望をかなえ、自分らしく活躍する
ことができる支援の充実

≪成果指標≫
自分は幸せだと感じる18歳～39歳の市民の割
合

4-1 若者が希望をかなえ、活躍できる
環境づくり

4-2 就労・起業の支援

こどもの貧困対策の推進

2-1 こどもの権利の尊重・擁護と意見
の反映

【基本目標３】
地域や学校等、社会全体でこどもと子育て家
庭を支える体制の強化

≪成果指標≫
地域が安全で安心して暮らせると感じるこど
もの割合

【基本目標２】
こどもが自分らしく、健やかに成長すること
ができる環境の充実

≪成果指標≫
「こどもの権利」を理解するこどもの割合 2-2 多様な居場所や体験の場づくり

2-3 障害などの理由により特別な配慮
が必要なこどもへの支援の充実

3-1 学校教育環境の充実

3-2 地域ぐるみのこどもの健全育成の
推進

3-3 相談支援体制の充実

3-4 男女共同参画、ワーク・ライフ・
バランスの推進

子ども・子育て支援関連事業名称

【基本目標１】
安心してこどもを産み、喜びと生きがいを
もって子育てができる社会づくりの推進

≪成果指標≫
出産や子育てがしやすいと感じる18歳～39歳
の市民の割合

1-1 子育て家庭への経済的負担の軽減

1-2 母子保健の充実

1-3 家庭と地域の子育て力の向上

1-4 保育環境の充実

1-5 多様な保育サービスの提供

妊
娠
・
出
産

こ
ど
も
・
子
育
て
期

青
年
期

ライフステージを通じた取組ライフステージを通した取組み

資料５


